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抱えていた課題

　近年、地震や水害等の災害が起こるたびに、地域医療の中心的な役割を担う病院が断水
被害に見舞われるケースが多発しており、これにより救命医療に支障をきたす状況が数多
く報告されています。病床まで水が届かなくなる原因に目を向ければ、水道水の供給の断
絶に起因したものばかりではなく、病院内の給水管や設備等（以下「病院設備」といいま
す。）の損傷による場合も少なくありません。

　ひとたび災害時に被災地内の傷病者等の受入れおよび搬出拠点となる医療機関（以下
「災害医療機関」といいます。）が断水被害に見舞われれば、災害医療の破綻につながる
とともに、そこで必要となる水量が膨大であるため、大規模な運搬給水体制を敷かざるを
得ず、避難所への応急給水が困難になるなど、水道局が展開する応急給水活動の機能不全
につながる課題もあります。

令和４年度 水道イノベーション賞応募事例①
【大賞】受賞事業体及び取組概要

事業者名
(協議会名) 大阪市水道局

取組名
(プロジェクト名)

地域医療とのＢＣＰ連携の取組
～リスクコミュニケーションを通じた災害医療機関の断水対策促進～

取組概要

【目的と概要】
　本取組は、災害医療機関を中心とした病院とのリスクコミュニケーションを展開するこ
とで、断水に備えた病院ＢＣＰの作成と病院設備の断水対策を促進し、水道局の応急給水
体制とＢＣＰの強化につなげることを目的とするものです。
　これまで水道局が取り組んできた病院への断水対策としては、そこに至る管路の耐震化
を優先的に実施することや、断水時には優先的に応急給水を行う重要施設として位置づけ
るといった対策が主でしたが、今回の取組は、さらに一歩踏み込み、病床に至るまでの
「ラストワンマイル」の対策（病院内の給水管の耐震性、高置水槽等の転倒防止性や各種
設備の耐水性・バックアップ性など、配水管以降病床に至る水供給システムに潜在する断
水リスクについて気づきを与え、水道局の応急給水と連携を図りながら、断水リスクの軽
減を促進するための病院ＢＣＰの強化につなげる取組）についても水道局で一定フォロー
することで、災害時の医療用水の確保を、より確実なものにしようとする試みです。
　本取組は、以下のソリューションやコンテンツのパッケージから成るものです。
○ソリューションをまとめたパンフレット（プロト版）の整備
・断水に備えた病院ＢＣＰのポイントを整理
・ソリューションのモデルケースを紹介
　〈１〉病院設備の断水リスク簡易診断チェックリスト
　〈２〉災害時に必要な水量の推計にあたっての基本的な手順
　〈３〉断水リスクを軽減するソリューションパッケージの作成支援　など
○コミュニケーションの推進体制の整備
・コミュニケーションの実施手順を整理
・設備部門、給水部門、危機管理部門等関係所属の連携体制の構築
○ＰＲの展開
・ＰＲマンガの公開　など
○必要に応じた技術的サポート
・給水管の耐震化や応急給水資材の準備方法など、適宜水道局が有する技術を提供

【発想と立案のプロセス】
　本取組は、平成31年１月から令和４年３月までの約３年間にかけて、「シーズ・イン
キュベーター制度」（職員が自由闊達に調査研究を促進する取組として、自発的に自由な
発想で研究テーマを設定し、所属横断的なグループによる調査研究を促進する制度）のな
かで、地域の救命救急を支えている医療従事者に何らかの貢献をしたいという大義に共感
した各部門の職員が自発的にアイデアを結集しながら、自らが企画し、自らの手で調査研
究を進めて生まれた成果である点も特筆すべき点です。
　職員のスキルアップ等による自己実現意欲を高める職場風土の醸成など、職員間の技術
継承や人材育成にも寄与しています。

【今後の予定】
　令和３年度に改訂した大阪市水道局経営戦略のなかで、局事業の基本施策のひとつとし
て位置づけるとともに、令和４年度から本格的に、本取組をベースにした大阪市内の災害
医療機関に対するリスクコミュニケーションを展開していきます。
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令和４年度 水道イノベーション賞応募事例①
【大賞】受賞事業体及び取組概要

取組による効果

　本取組に着手するにあたり、まず病院の水使用の実態や断水に対する備えに関する現状
を把握するために、平成31年１月から２月にかけて大阪市内の災害医療機関に対してアン
ケート調査を実施するとともに、令和元年度から２年度にかけて幾つかの災害医療機関や
災害医療等の専門家と意見交換を進めました。
　その結果、病院側は、災害時の水の確保に対して以下の不安や課題があることを確認し
ました。
　水道局の応急給水活動はどのように展開される？
　断水対策面で病院設備のどこが弱点になる？
　病院の災害時必要水量の推計方法は？
　どれくらいの水を備蓄すればよい？
　病院設備のどの部分を優先的に改善していけばよい？
　断水に備えたＢＣＰのイメージが沸かない･･･
　本取組は、以上の病院が抱える懸念点等の解消に一定つながるものであるとともに、断
水に備えた病院ＢＣＰ作成の促進につながる効果があるものです。

　また、いくつかの災害医療機関に対して、試行的に本取組に準じたコミュニケーション
を図った結果、次に示す病院関係者の行動変容が確認されました。
　・病院設備の断水リスクの点検の実施
　・応急給水車による受水槽への注水を円滑にするための補助設備の設置
　・病院の平時の使用水量の把握に向けた水道メータの毎日確認
　・病院関係者間での災害時の水の確保に関する勉強会の開催　　　など

　加えて、病院建築設備に関する国の設計指針（病院設備設計ガイドライン）を発行して
いる日本医療福祉設備協会より、本取組の意義と効果に関心を寄せていただいており、当
該協会誌での特集記事の掲載など、医療業界へのＰＲが企画される結果へとつなげること
ができています。

PRポイント

［新規性・革新性］
　これまで、水道局が実施する病院への断水対策の取組としては、そこに至る配水管まで
を耐震化し、応急給水対象としての優先度を高めるといった取組までを主眼としていたと
ころでありますが、本取組はそこから一歩踏み込み、病床に至る「ラストワンマイル」ま
でを射程に捉えている点で、病院関係者が水道事業者と連携して断水リスクへの理解を一
層深める契機になるとともに、地域医療に貢献する水道としてのＰＲにつながる社会的意
義の大きい取組であると考えています。
　また、水道業界においても、災害時の医療用水の確保に関して日頃から病院とコミュニ
ケーションを図ることの重要性については、これまでしばしば指摘されてきたところでは
ありますが、その具体的な進め方や病院ＢＣＰへの反映まで視野に入れた手法を体系的に
整理した事例はありませんでした。
　本取組は、その具体化を図るモデルケースとして有用なものと考えています。

［課題解決力・実現難易度（波及効果性（内部））］
　平成30年７月西日本豪雨以降、医療業界においても救命救急病院の断水被害を軽減させ
ることの重要性が改めて認識されることとなり、水道事業者との連携を模索する動きが高
まっています。その後、コロナ災禍に直面することとなり、医療用水の安定的な確保の重
要性が改めて認識されるなかで、地域医療への貢献に対する社会的要請はますます高まっ
ています。
　また、南海トラフ巨大地震に代表される広域災害の発生が切迫するなかで、その災害に
対応するだけの給水車が大量に不足しているとの課題が指摘されており、大口の需要者で
ある病院の断水対策の促進は喫緊の課題です。
　本取組は、これらの社会的要請や課題への解決に応える一つの具体的なアプローチと考
えています。

［展開性・汎用性（波及効果性（外部））］
　本取組で整備したコミュニケーションツールやＰＲコンテンツ、病院とのコミュニケー
ションの実施フローなどは、大阪市の限定のものではなく、水道事業者のみなさまに広く
活用いただけるようアレンジが容易な作りとなっています。
　また、病院関係者や災害医療等の専門家の意見を取り入れながら作成したものであるた
め、病院側にとっても受け入れやすい内容となっているものと考えていますので、今後の
水平展開が十分期待できるものと考えています。
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令和４年度 水道イノベーション賞応募事例①
【大賞】受賞事業体及び取組概要

受賞理由

　本取組は、地震や水害等の災害に伴う災害医療機関の断水に備えた水道局の応急給水体
制と病院ＢＣＰの強化につなげることを目的としている。
　今までになかった、病床にいたるまでの「ラストワンマイル」対策についても踏み込ん
だ革新的な取組であるとともに、病院関係者や災害医療等の専門家とのリスクコミュニ
ケーションを通じて整備した「コミュニケーションツール」や「ＰＲコンテンツ」等は、
汎用性の高い作りとなっている。また、職員が自発的にアイデアを結集しながら、企画・
調査研究を進め事業としたものであり、職員のモチベーション・やりがい・達成感の醸成
に資する観点からも、全国の他水道事業体の参考となるものである。
　加えて、水道界において喫緊の課題である災害時における医療機関の断水対策や地域医
療への貢献に対する社会的要請にも対応したモデルケースであり、大いに評価できる。
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令和４年度 水道イノベーション賞応募事例②
【特別賞】受賞事業体及び取組概要

取組概要

　上記の課題を解決するため、既存の車載用給水タンクに独立した加圧機能
を連結し、加圧式給水車の代替機能を付加する加圧化ユニットを開発した。

〇着想に至った経緯
　本市では、加圧式給水車以外の応急給水設備として、車載用給水タンクを
32基保有しているものの、このタンクは加圧送水する機能を備えていないた
め、避難所に設置した仮設水槽や病院の受水槽への給水に使用することがで
きず、臨時給水栓としての用途に限られていた。
　このため経済性を考慮しつつ、効率的かつ効果的な手法として車載用給水
タンクを活用した応急給水方法について検討を重ねた。
〇加圧式給水車の利点（機能）
加圧式給水車の利点（機能）として、①貯水機能、②移動機能、③加圧機能
があるが、これらの機能を新たな設備投資はせず既に所有している資機材で
考え合わせると、
「①貯水機能」は、既存のステンレス製の車載用給水タンクにより、代用が
可能であり、
「②移動機能」は、トラックなど一定の運搬機能を有した車両があれば、代
用が可能となっているが、
「③加圧機能」については、代用できる既存の資機材が存在しないことか
ら、経済性と利便性を考慮して既存の車載用給水タンクに備え付ける加圧化
ユニットを開発することとした。
〇加圧化ユニットの開発
　以上の経緯から加圧化ユニットは、「災害時等における応急活動の応援に
関する協定書」を締結しており、実際に加圧化ユニットを使用して本市と共
に応急給水活動を実施する札幌市管工事業協同組合との共同による開発と
し、当該組合員の技術力に加え、経済性と利便性を考慮した案を採用し、改
良を重ねて加圧化ユニットを製作した。

事業者名
(協議会名) 札幌市水道局

取組名
(プロジェクト名) 応急給水機能の強化を目的とした加圧化ユニットの開発

抱えていた課題

〇背景
　南海トラフ地震、首都直下地震及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震が
発生した場合、政令市をはじめとした多くの地域で深刻な被害が想定されて
いる。
　とりわけ北海道は、大規模災害時に道外他事業体に応援を要請した場合、
参集経路に海路が存在し、他の地方支部に比べ応援隊の到着には時間を要す
ることから、道内事業体を中心とした応急体制の拡充が急務となっている。
　一方、発災初期の大規模断水に対応するには、応急給水活動が極めて重要
となるが、全国的に給水車が不足している状況となっており、特に災害時に
活動範囲が広範な加圧式給水車は、高額かつ使用頻度が事故・災害時に限定
されることから、多くの水道事業体において、新規導入や台数増加を積極的
に進められない状況にある。

〇本市における状況
　本市の地震被害想定では、最大で人口の約50％が断水となる想定が示され
ており、これに対応する応急給水活動を実施するには、他水道事業体に対
し、大量の給水車の応援を要請する必要があるが、応急給水活動における給
水車、とりわけ加圧式給水車は大幅に不足している。
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令和４年度 水道イノベーション賞応募事例②
【特別賞】受賞事業体及び取組概要

PRポイント

［新規性・革新性］
　既存資機材を有効利用することで、経済的に加圧式給水車に準じた機能を
得られるものとした。
　また、積雪寒冷地での使用を想定し、凍結防止対策を施した。
　このような着想により開発したユニットは、他に例がない。

［課題解決力・実現難易度（波及効果性（内部））］
　加圧式給水車の機能を分解し、この中でも最も重要な加圧機能に特化した
ユニットを製作することで、既存のトラックとタンクを活用して加圧式給水
車と同様の運用ができるようになる。
　さらには、応急給水先の建物の高さや構造、優先度に応じて従前の加圧式
給水車と加圧化ユニットを備えた給水車を使い分けることで、事故・災害時
において効率的かつ効果的な応急給水活動が可能となる。

［展開性・汎用性（波及効果性（外部））］
　当該ユニットは、少ない費用で応急給水に必要な機能を得るという観点
で、中小事業体に限らず全国的な加圧式給水車の不足に対する、新たな解決
策のひとつとなりうる。
　また、加圧式給水車を一定数有する大都市等であっても、大規模な事故、
自然災害などが発生し、加圧式給水車が不足するような事態においては、こ
の加圧化ユニットを活用することで、応急給水能力が向上し、より多くの病
院や避難所への対応が可能になり、災害時における市民等の負担軽減に繋が
る。
　このため、本取組は既存資機材を活用した災害対応力向上の参考例とし
て、多くの水道事業体が活用できるものであると考える。

取組による効果

〇取組による効果
　冬期間の活動に支障がない積雪寒冷地仕様の加圧式給水車を購入した場
合、車両価格は約2,000万円となるが、既存のトラックと車載用給水に加圧化
ユニットを備え付けた場合は、約200万円の費用で加圧式給水車に準じた対応
が可能となり、大幅なコストの縮減が可能となる。
　また、加圧化ユニットには少なくとも、低層（１～３階）の建築物への給
水が可能となるような能力を持たせたことから、加圧式給水車と同様の運用
が可能となり、避難所などに設置した仮設水槽等への巡回給水や、病院など
の施設に直接加圧して給水することも可能となった。
　加えて、被災した事業体が車載用給水タンクを所有していれば、加圧化ユ
ニットのみを貸与することで、加圧式給水車や運転者等を派遣することな
く、不足する応急給水能力を補うことが出来るようになった。

〇工夫した点
・加圧化ユニット単体の重量は、運搬やトラック荷台に積み込む際、重機な
どを使用することのないよう、運用に支障がない強度の範囲で軽量化を図
り、大人４人で持ち運べる重さ（約100㎏）とした。
・積雪寒冷地という北海道の地域特性を考慮し、加圧化ユニット内の配管の
要所に、凍結防止対策として温床線や保温カバー等を設置した。
・加圧化ユニットの動力源は、一般的な可搬式の非常用発電機を使用する仕
様とすることで、過度な設備投資を抑えた。
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令和４年度 水道イノベーション賞応募事例②
【特別賞】受賞事業体及び取組概要

受賞理由

　本取組は、南海トラフ地震、千島海溝周辺海溝型地震等、大規模災害時に
おける応急体制の拡充が急務とされる中、高額な加圧給水車の導入に替え
て、既存の車載用給水タンクに独立した加圧機能を連結し、加圧式給水車の
代替機能を付加する加圧化ユニットを管工事業協同組合と連携し開発するこ
とで、課題の解決を図ったものである。
　加圧化ユニットの軽量化、低コスト化を図るとともに、積雪寒冷地という
地域特性を考慮し、加圧化ユニット内に凍結防止対策を施すなど、事業体独
自の創意工夫を盛り込んでおり、同様の課題を抱える全国の他水道事業体の
参考となる取組である。
　加えて、水道界において喫緊の課題である「災害対応力の向上」に寄与す
るものであり、大いに評価できる。
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給水車と加圧化ユニットを積載した車両の比較

補助資料用紙

項目 給水車 加圧化ユニット

写真

イメージ図

構造 一体となった車両構造 必要な機能をトラックに積む構造

費用 約2000万円 約200万円+トラック+タンク

メリット

・ワンパッケージで必要な機能を有
している
・速やかに出動可
・パワーが強い

・給水車よりも安価に、一定程度の
機能が得られる
・既存資機材（タンク、発電機）の
活用が可能

デメリット ・車両購入費が高額
・出動時には必要な機器の積込が必
要
・揚程や流量は給水車に劣る

エンジン

ポンプタンク 加圧化ユニット

発電機

仮設タンク
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給水車と加圧化ユニットのポンプの比較

 加圧化ユニット電動ポンプ　性能曲線

使用状況

電動ポンプ 電動ポンプ

口径 mm 65 32
32（吸込）
40（吐出）

項目 単位
給水車 加圧化ユニット

エンジンポンプ

流量 L/min 300 30 120

全揚程 m 25 32 24

出力 W - 400 400

使用時のフロー

①充水した車載用給水タンクと加

圧化ユニットを25mmホースで接続

②加圧化ユニットに発電機を接続

③加圧化ユニットに接続した消火

栓ホースを使って仮設水槽へ送水

流量（L/min）

全
揚
程
（
m
）

ト
ラ

ッ
ク
車加圧化

ユニット

発電機
仮設水槽

タンク

①

③

②
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抱えていた課題

・情報入手手段に関する市民希望への対応（市民を対象とした広聴モニターアンケートにおい
て、上下水道に関する情報入手手段として「市公式HP」を希望する割合が、平成28年度以降、増
加傾向にあった）

・コロナ禍に対応した非接触型広報活動の推進（小学生向けに実施していた浄水場見学やフェス
タイベント等が、コロナ禍の影響で中止となっていた ＜補助資料①＞
※例年実施していた小学４年生向けの浄水場見学では、市立小学校60～70校（5,000～6,000人）
の児童を受け入れていた

・小学生向けデジタル広報活動の充実化（従前のキッズページ(以下「旧サイト」という)は簡易
的な内容で、アクセス数も限定的(月平均87回)であった）

令和４年度 水道イノベーション賞応募事例③
【特別賞】受賞事業体及び取組概要

事業者名
(協議会名) 浜松市上下水道部

取組名
(プロジェクト名)

浜松市上下水道キッズサイト「すいすいクラブ」による広報活動
～デジタル広報ツールのPR活動と活用の取組～

取組概要

■「すいすいクラブ」の公開 ＜補助資料②＞

・従来の形式にとらわれないインパクトのある浜松市上下水道キッズサイト「すいすいクラブ」
（以下「新サイト」という）を公開（令和４年３月）
・子どもにも分かりやすく、興味をもつ５つのページで構成（トップページ、水道、下水道、探
検、クイズ）
・これまでの浄水場見学では見ることができなかった映像（ドローンによる空撮映像、ビーカー
実験、文化財(昔の水道施設)等）を提供　※ドローン空撮の大部分は職員が実施
・令和４年度から新サイトをデジタル広報ツールの柱として広報活動を展開

■新サイトのPR活動

数多くのPR活動を実施
・上下水道部HPのトップページ頭に、新サイトへのリンクを設定 ＜補助資料③＞
・プレスリリース（新聞記事掲載５件、ネットニュース掲載１件）＜補助資料④＞
・市公式SNS(Facebook、Twitter)での情報発信 ＜補助資料⑤＞
・市内公共施設約100ヶ所でポスター掲示、チラシ配架 ＜補助資料⑥＞
・市内各戸配布の広報誌「広報はままつ」に掲載
・市長によるテレビ、ラジオでの紹介（トップセールス） ＜補助資料⑦＞
・名刺裏面にPRデザインを印刷（職員みんなでPR活動）
・市立小学校（約100校）向けの通知(浄水場見学中止、絵画コンクール募集)の中で新サイトを
案内
・コロナ禍で浄水場の見学ができなかった市立小学校の4～6年生児童全員(約22,000人)にPRシー
ルを配布 ＜補助資料⑧＞
・小学校４年生の教科書と新サイトとの対応箇所を示した資料を作成し、市立小学校へ配布
・市立小学校の社会科担当教員約100名に対して、新サイトの活用方法についてプレゼンテー
ションを実施 ＜補助資料⑨＞　　等

■新サイトの活用

（１）小学校授業での活用
・上に示すPR活動を進めたことにより、一部の小学校において新サイトを活用した４年生の社会
科授業がスタート(テレビにも取り上げられ、活用実績がPR活動へとつながっている）＜補助資
料⑩＞

（２）部内教育での活用
・新規採用職員や異動職員に対して新サイトを活用した新人研修を実施 ＜補助資料⑪＞
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令和４年度 水道イノベーション賞応募事例③
【特別賞】受賞事業体及び取組概要

取組による効果

・新サイト公開後の約3ヶ月間、上に示すPR活動を切れ目のなく実施
・小学校教育で使用される教員用のパソコンに本サイトへの直リンクを設定する等、教員が授業
で簡単にアクセスできる環境を整備
・これらのPR活動や工夫により、次に示す成果（効果）が得られた
※デジタル広報ツールの特性を活かして、データ分析から成果を確認し、その結果に基づき今後
の展開（重点的に実施すべきPR活動等）を検討

■新サイトへのアクセス数の増加 ＜補助資料⑫＞
・旧サイトへのアクセス数は87回（1ヶ月平均）であったが、新サイト公開後1ヶ月目は1,208回
（旧サイトの約14倍）、公開後2ヶ月目は1,572回（旧サイトの約18倍）と大きく増加
・小学校の社会科の授業での活用が始まった公開後3ヶ月目は11,098回（旧サイトの約128倍）と
さらに大きく増加

■動画コンテンツの再生回数の増加 ＜補助資料⑬＞
（新サイトでは、水道に関連する動画「浜松の水道」と「文化財」(昔の水道施設)を公開）
・公開直後から動画再生回数は順調に増加
・小学校の社会科の授業での活用が始まった公開後3か月目頃から、動画「浜松の水道」の再生
回数はさらに増加傾向(公開後2ヶ月間の約20回/日に対して、公開後3ヶ月目は約40回/日）
※平日の日中に大きく増加する傾向があることから、小学校の授業で再生されていると推測

■分析及びその結果に基づく検討
・数多くのPR活動や活用を実施した結果、一定数の効果（アクセス）が得られていることをデー
タで確認
・特に、小学校の社会科授業で活用された効果が大きいと分析 →今後も小学校向けのさらなる
PR活動を検討
・動画「文化財」の再生回数は公開当初ほどの増加が見られない状況＜補助資料⑬＞ →文化財
に関するPR活動の強化、新サイト更新時に文化財の情報にアクセスしやすいページ構成等を検討
（分析結果から課題を見出し、改善策を検討）

PRポイント

［新規性・革新性］
・市長によるテレビでのトップセールスを始め、職員一丸となった数多くのPR活動を切れ目なく
実施
・小学校の授業で活用してもらえるように、教員パソコンへのリンク設置、児童へのシール配
布、教員向けのプレゼンテーション等の仕掛けを実施（出前講座のように職員負荷が大きいもの
ではなく、通常の授業の中で教員に活用してもらえるような仕掛け）
・これらPR活動の結果、小学校の社会科授業にて新サイトを活用した授業が実現（小学校での活
用が広がっている）
・デジタル広報ツールの特性を活かした成果のデータ分析及びその結果に基づく検討

［課題解決力・実現難易度（波及効果性（内部））］
・市長によるトップセールスや名刺裏面にPRデザインの印刷等のPR活動及び部内職員向けの新人
研修等での活用により職員の意識を高め、部全体での取組を推進
・小学校授業での活用を進めるために、市の教育委員会や小学校と密に意見交換、情報共有を実
施（各小学校は社会科授業において独自の指導方法があり、新たな教材として新サイトを活用し
てもらうのは容易ではなかった →教育委員会や小学校に何度も足を運びPR活動を行った結果、
教員約100名に対してプレゼンテーションを行う機会を得て、小学校授業における新サイトの活
用が広がっている）

［展開性・汎用性（波及効果性（外部））］
・一過性とならないよう効果的な仕掛けを継続
（最も有効な広報活動といえる小学校授業での活用を定着させるために、小学校向けのさらなる
PR活動を検討）
・体験型イベントでの活用
（３年ぶりとなる対面式のイベント「浜松市上下水道フェスタ2022～すいすいクラブでSDGsを学
ぼう！～」を開催予定（令和４年９月）＜補助資料⑭＞ このように、新サイトはデジタル型、
体験型の両方を兼ねるハイブリッド型広報ツールとしての活用が可能（ウイズコロナ、アフター
コロナに対応））
・新サイトと話題性のあるテーマ「SDGs」との関連付け＜新サイトの充実化＞
（SDGsを学ぶ小学校授業で「すいすいクラブ」を活用することについて、小学校と協議中）
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令和４年度 水道イノベーション賞応募事例③
【特別賞】受賞事業体及び取組概要

受賞理由

　本取組は、情報入手手段に関する市民希望への対応、コロナ禍に対応した非接触型広報活動の
推進、小学生向けデジタル広報活動の充実化といった課題に対し、新サイト「すいすいクラブ
（デジタル広報ツール）」を公開するとともに、数多くのＰＲ活動を推進することにより課題解
決を図ったものである。
　教員に対しプレゼンテーションを行うことで学校現場への円滑な導入を促進し、取組の実効性
を高めるなどの課題解決力が発揮されていることに加え、市長によるトップセールスや職員全体
による積極的PR活動等により、新サイトのアクセス数増加といった効果が着実に現われている。
　さらに、小学校の授業や体験型イベントで活用できるなど、実用性・汎用性が高く、今後のPR
方法も具体的に決まっており、継続した取組が可能であることから、全国の他水道事業体におい
ても参考となる取組みであり、大いに評価できる。
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補助資料用紙

①浄水場の施設見学（中止）について

※令和2～4年度は中止

＜上下水道部HPより＞

③上下水道部HPのトップページ頭にリンク設定

（アクセスしやすい環境整備）

④静岡新聞朝刊記事

（令和４年４月５日）

② 「すいすいクラブ」

トップページ 浜松市 すいすいクラブ
はままつ
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⑤ Facebookによる情報発信（令和４年４月２２日） ⑥ポスター掲示、チラシ配架

⑦市長によるテレビ（浜松ケーブルテレビ）での紹介（令和４年６月の１ヶ月間・毎日放送）

⑧ コロナ禍で浄水場の見学ができなかった

市内小学校約100校の4～6年生児童全員

(約22,000人)に配布したPRシール

（浜松科学館みらいーら）

（浜松市立城北図書館）
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⑨ 市立小学校の社会科担当教員約100名に対してプレゼンテーション （令和４年５月２５日）

⑩新サイトを活用した小学校４年生の社会科授業

（テレビニュース(NHK)で紹介：令和４年６月３日）

⑪新規採用職員や異動職員に対して

新サイトを活用した新人研修を実施

（令和４年４月１８日）
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⑫サイトへのアクセス数

⑬ 動画コンテンツの再生回数

⑭ 上下水道フェスタ（９月実施予定）のタイトルデザイン

てんさん

りゅうさん

ヨシズミさん
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抱えていた課題

　長野県では環境部・企画振興部・企業局が協働し、持続可能な水道
事業経営の体制づくりに向け、広域化・広域連携の推進や将来の水道
のあり方を検討し、ともに取り組む場として、県内全ての市町村・水
道事業を営む企業団が参加する「長野県水道事業広域連携推進協議
会」を令和２年10月に設立した。協議会の下にワーキンググループ
(WG)を設置し、共通する喫緊の課題について市町村などの実務担当者
による調査研究を実施しており、これまでは「水道情報共有」と「人
材確保・育成」の２つをテーマに検討を進めている。

　このうち、「水道情報共有ワーキンググループ」では、県環境部が
実施したアンケート調査の結果から、県内市町村などの多くで改正水
道法で義務付けられた水道施設台帳の整備に苦労していることがわ
かったことから、水道施設台帳の統一フォーマットとして「長野モデ
ル」を構築することで、県内水道事業者らの施設台帳整備を促進する
とともに、統一フォーマットでデータ化して整備することにより情報
共有・相互連携を図ることとして、調査・研究を推進した。

令和４年度 水道イノベーション賞応募事例④
【特別賞】受賞事業体及び取組概要

事業者名
(協議会名) 長野県水道事業広域連携推進協議会

取組名
(プロジェクト名) 水道施設台帳の県内統一フォーマット「長野モデル」の構築と活用

取組概要

　令和３年５月の協議会で決定した「長野モデル」は、水道標準プ
ラットフォームと連携できる国の標準仕様をベースに、緯度・経度や
標高、整備時の補助率など独自のデータ項目を追加したものとなって
いる。調書で整備する情報は、管路情報等が46項目、施設情報が295項
目。その内訳は、

　①水道法で令和４年９月までに整備が求められている項目
　　（管路情報等６項目、施設情報７項目）
　②適切な資産管理や広域連携に必要な項目
　　（管路情報等11項目、施設情報30項目）
　③省力化や技術継承、広域連携などに資する将来のスマート化に
　　必要な項目（管路情報等29項目、施設情報258項目）

で、①②を県内水道事業者が統一して整備する必須項目に設定する。

　図面は災害時や広域連携での活用、将来のスマート化などを見据
え、施設や設備などの図面をPDFなどの画像データで保有、台帳は
Excel形式またはExcelによるデータ提供が可能なシステムでそれぞれ
整備する。
　
　また、台帳整備を促進するための水道事業者への相談支援や進捗確
認などはWGが行う。
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令和４年度 水道イノベーション賞応募事例④
【特別賞】受賞事業体及び取組概要

取組による効果

　統一フォーマットを構築することで、整備すべき情報項目が明確に
なり目標が立てやすくなるとともに、自治体間で施設情報を共有でき
る。これにより、

　①水道施設の適切な管理（維持管理水準の底上げ）が可能となる
　②アセットマネジメントの精度向上が図られる
　③大規模災害時等の危機管理体制の強化が図られる
　　（災害時に外部からの応援受入がスムーズになる）
　④広域連携や官民連携等のための基礎資料として活用できる
　　（近隣と施設管理で連携しやすい。正確な水運用の広域連携シ
ミュレー
    ションが可能。監視、台帳管理等のアプリケーションが利用可
能）

といったメリットがある。

　県環境部が令和３年７～８月に実施した調査では、全80事業者のう
ち、長野モデルのフォーマットで施設調書を整備すると回答した事業
者は34者、管路調書は21者となっている。（長野モデルに対応でき
る、または対応する予定のある事業者も含めると、施設調書61者、管
路調書68者）

PRポイント

［新規性・革新性］
　施設台帳整備に苦労している中小規模水道事業者を支援する取組と
し、特に小規模事業者での台帳整備費用や作業に配慮して、汎用アプ
リを利用するとともに、法定整備期間までに整備する情報を最小限必
要なものと将来的に整備する情報に区分した。
　県内水道事業者が統一のフォーマットで施設状況を把握できること
で、将来の広域連携の検討に資するものと期待している。

［課題解決力・実現難易度（波及効果性（内部））］
　構築にあたっては、先進的に施設台帳整備を進めていた長野市の台
帳を初期ベースモデルとして、県企業局を中心に県内事業者の実務担
当者により調査・研究を進め、さらに全市町村などが参加する協議会
での意見を踏まえて修正等を行うことで、県内事業者の実情に応じた
ものとなっている。

［展開性・汎用性（波及効果性（外部））］
　情報共有と意見交換を重ねる中で、互いに顔の見える関係づくりに
もつながった。
　今後は県内統一フォーマットで整理された情報を水道事業者間の連
携や危機管理体制整備などの活用と水道施設台帳システムの共同化に
関する研究を希望する事業体で進めることとしている。
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令和４年度 水道イノベーション賞応募事例④
【特別賞】受賞事業体及び取組概要

受賞理由

　本取組は、令和２年10月に設立した「長野県水道事業広域連携推進
協議会」を通じて、多くの県内市町村で課題となっていた水道施設台
帳の整備に対し、県内統一フォーマット「長野モデル」を構築・活用
することで課題解決を図ったものである。
　統一フォーマットを構築し、整備期間やコスト縮減も図れるように
工夫を凝らすとともに、小規模水道事業体に配慮した汎用アプリを利
用するなど、県内事業者の実情にあった内容となっており、高い実用
性・汎用性が見られる。
　また、長野県内に限らず、台帳整備に苦労している全国の中小規模
水道事業体の参考となる取組であるとともに、水道法改正の柱の一つ
である「広域連携の推進」に資するものであり、大いに評価できる。
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補助資料用紙

　

水道施設台帳の県内統一フォーマット「⾧野モデル」

1 「⾧野モデル」の概要

２ 「⾧野モデル」の特徴

○「簡易水道等小規模水道における水道施設台帳作成の手引き」の設計思想をベースとし
つつ、厚生労働省による「水道施設台帳として整備すべき情報」の内容を網羅。
さらに「水道情報活用システム基本仕様書」と整合を図り、入力項目はNEDO 水道情
報活用システム 基礎データ項目（水道標準プラットフォーム:簡易台帳アプリケーショ
ン）入力項目（８８項目）を参考に将来的な全国標準化対応を意識。

○入力内容(用語）の統一と作業の簡略化のためドロップダウンリストを多く採用
（参考）「簡易水道等小規模水道における水道施設台帳作成の手引」より

（参考）NEDO 水道情報活用システム 基礎データ項目 より

23



３ 「⾧野モデル」の検討過程

・小規模事業体で職員数は少ないが、水源が多いため施設数が多く苦労している。
・図面がない（古い）施設については、現地調査により製図のうえ対応（委託）。
・委託発注について対応している／新年度に委託発注で対応予定。
・まずは入力できる箇所から作業（Excelモデルへ直営で入力）を始めている。
・法定項目は既に紙やシステムで満たしているので、Excelを順次入力していく。
・Excelフォーマットを整備した先の活用についても議論が必要。
・できる箇所から入力しているが、期限までにどのレベルまで仕上がるかは不透明。
・不明な箇所は「不明」と分かるようにしておくことも大切と考える。
・資産を明確にするために整備するものと理解しており、アセットマネジメントを適正に
実施するためにも、極力整備を進めておくべき。

※ WG:水道情報ワーキング 協議会:「⾧野県水道事業広域連携推進協議会」

整備状況報告での意見
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４ 「⾧野モデル」の入力例

（１）施設台帳

（２）管路台帳
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抱えていた課題

水道は「ヒト・カネ・モノ」のバランスの均衡による事業であり、安心・安
全を確保しつつ、水道水を安定供給することが責務である。本市においても
昭和4年に埋設した老朽水道管をはじめ、管路更新を促進しなければならない
状況にある。中でも「ヒト」の課題については、インフラ整備を支える技術
者の将来的な不足やそれに起因して発注工事の不調による事業の停滞といっ
たような持続ある水道を維持できない状況が今後想定される。水道は地下に
埋設されて、当たり前という意識を持たれる寡黙のインフラであって、市民
にとってイメージが付きにくい。そのため「水道に関心が無い」「水道工
事って何」等の声が挙げられ、興味が向けられない傾向が更なる技術者離れ
を加速させていると考えられる。そこで本市が果たす新たな役割として地元
の若者を対象に水道工事に直接触れ合う機会を設けて水道のイメージを具体
化させながら、水道の技術者を目指すきっかけ作りをし、地域基盤産業を支
える担い手として、水道という仕事が大変重要かつやりがいを感じる仕事で
魅力を伝えること、そしてそこから将来的に水道技術者の確保と育成によ
り、本市の水道事業の持続に繋げることを目的として本取組を実施すること
とした。

取組概要

【取組の手法と趣旨】
「将来の若手水道技術者」の位置づけとして、社会に出る直前の高校生を対
象として出前講座を立案した。間近で触れることの無い水道技術を魅せるた
めにも“耳で聞いて”“目でみて”“実際に触れて”をコンセプトとして
「座学」と「現場見学・講座」の２コースを設定した。２つのコースを設定
することで、水道の業務に対するイメージや興味を示しにくいといった難点
の改善に寄与できると考えた。またコロナ禍の中で就職のための職業体験の
授業を組むことがなかなか難しい状況にあると高校側からのヒアリングを受
け、局職員が実際に学校に出向いて職業体験のサポートに携わるといった副
次的な趣旨でもコロナ禍における「出前」というスタイルにマッチングする
ところである。以下、講座内容を列記する。
【講座内容】
（１）座学会場：会津工業高校　現場会場：当該高校前の水道工事現場
（２）対象者：会津工業高校生建築インテリア科　１年生３６名　教員４名
（３）実施日：令和３年９月９日（木）
（４）対象工事：老朽管更新事業　徒之町外配水管布設替工事
（５）実際の工事現場を選定した理由：本市上水道事業が創設された昭和４
年頃に埋設された老朽水道管を耐震管に取替える工事である。今後、数十年
間にわたって地中に埋設される水道管を生徒に実際に肌で感じてもらいた
い、どのような構造から地震に強く、長寿命が図られるのかを知ってもらい
たいなど水道事業が有する技術とインフラの重要性を実感してもらう機会と
して実際の管路工事の現場を選定した。
（６）具体的な内容
①”キク　”：「座学」若手職員による体験談、水道事業のデジタル技術活
用の紹介
②”ミル　”：「現場見学会」現場見学（説明・デモ）、耐震継手の強靭さ
の体験
③”フレル”：「現場講座」手書きによる継手チェック方法の体験
　　　　　　　　　　　　　IoT技術を活用した継手チェック方法の体験
（７）協力体制：工事受注者、日本ダクタイル鉄管協会

令和４年度 水道イノベーション賞応募事例⑤

事業者名
(協議会名) 会津若松市上下水道局

取組名
(プロジェクト名)

高校生出前講座「水を仕事にする」
ー若い水道技術者の確保に向けて（令和３年度の取組）―
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令和４年度 水道イノベーション賞応募事例⑤

PRポイント

［新規性・革新性］
〇産官学が協働して技術者確保の取組を実施。それぞれが新たなメリットを創出する
ことが出来た。
官（市）のメリット　　☞水道事業ＰＲも兼ねての若手技術者の確保への寄与
産（受注者）のメリット☞市と連携しての民側における水道技術者の確保と社会貢献
学（高校）のメリット　☞コロナ禍における職業体験のカリキュラム時間の確保と
　　　　　　　　　　　　生徒の将来の進路先の選択を考える場の寄与
〇「事前学習の実施」として出前講座の開催までに局側が学習資料を市のホームペー
ジに掲載

［課題解決力・実現難易度（波及効果性（内部））］
〇前回の反省を踏まえて限られた時間内で、今回の講座を充実させるために高校の授
業の一環として「事前学習」の実施を行ったことで、生徒の関心を引くことができ
た。またホームページへの資料掲載、地元新聞社への情報提供をすることで、一般住
民の方々に対しても水道事業の「見える化」を図った。
〇アンケート結果を含めた取組報告書を作成し、局内で情報共有を図ることで水道技
術者の育成の取組と公民一体となった事業連携が本市の水道の持続における重要なポ
イントのであることを局内に周知できた。

［展開性・汎用性（波及効果性（外部））］
〇水道の技術継承や技術力の確保は市の責務としてとらわれがちであるが、市の業務
だけにとどまらず、施工業者の業務も紹介する機会を設けたことは、ひとつの公民連
携として位置付けできるものであって、今回のように発注者と受注者が共に連携をと
り、各々が役割を担い、若者技術者の確保に取り組むことは双方にとって、若者技術
者の確保には大きなメリットがあるだけでなく、地域全体における水道技術力の維持
に繋がる。

取組による効果

本取組は令和２年度からの取組であり、前回の反省を踏まえ実施してきた。
【座学】
令和２年度は「水道事業の紹介（DVD上映）」を実施してきた。これは、水道事業の
仕事の内容について「見える化」したことで生徒の興味・関心を抱くきっかけ作りに
なり水道の幅広い業務を知ることが出来た一方で、技術系職員による現場での経験や
知識、実態など直接生徒の前に立たなければ伝えることが出来ない話、つまり「技術
視点」に不足があったことが反省点であった。よって令和３年度については次の２点
を変更した。１点目として新採用で入庁した技術職員より「職場での体験談」につい
て紹介した。入庁して６ヶ月程度の業務歴ではあるものの、生徒と一番年齢が近い職
員が実体験を紹介することで、生徒にとっては水道事業に対する興味・関心を抱く＝
水道という職業選択の良いきっかけ作りにつながったと考えられる。２点目の変更と
して「水道技術の紹介」の仕方を変えた。前回は古い水道管と新しい水道管の仕組み
の違いや会津若松市の水道の歴史について、開催日当日に紹介してきたが、限られた
時間の中での紹介だったために生徒からの質疑に対して、満足のいく対応が不足して
いたことが反省点であった。そのために、今回については、「事前学習の実施」とし
て出前講座の開催までに局側が学習資料を市のホームページに掲載し（水道事業のデ
ジタル技術の紹介（AI、IoT技術）等）、その資料をもって授業の一環として事前学
習の時間を学校側に設けてもらい、そこで生徒から挙げられた質疑に対して、「水道
に関する気になる質問？？」として回答資料を配布することで生徒の水道に対する関
心度を高めることができた。

【現場見学・講座】
現場見学・講座の開催については、受注者の協力のもと、現場事務所内での局側によ
る継手チェック体験や耐震継手の強靭性の紹介、受注者側による実際の現場を使った
布設や接合方法の紹介を実施し水道インフラを「見える化」しかつ、IoT技術を紹介
することで先端技術に関心が高い生徒らの現場の印象を変えることができた。また受
発注者が連携した体制を構築できたことは民間企業にとっても将来の就職の選択肢の
一つとして生徒に考えてもらえるきっかけづくりを創出でき、地元業界が抱える技術
者不足の課題に対し、一緒に改善の取り組みができることは業者としても大きなメ
リットがあるとの意見が出され、技術者確保といった視点での公民が一体となって共
通課題の改善に取り組むことは新しい連携手法の一つといえる。
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補助資料用紙

１．市ホームページによる事前学習のページ ①高校側の協力得ながら事前学習を導入。
その流れを明記した。このような流れと役割
分担にて事前学習を実施した。

②本市のＨＰの画面写し。
広報ＰＲと連結し「見える化」の取組の拡充にもつながった。

③事前学習の案内のリンク先。
当日の講座内容を公開した。
当日は資料の簡略化と質疑へ
の回答に時間を費やすことが
できた。

④昨年度の講座の紹介。
生徒が講座イメージをつけやすい
ように昨年の実施写真を添付した。
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２．座学と現場見学

（１）講座日程 （２）座学ポイント

⑤授業２コマを使っての講座。
約85分と限られている中で
どれだけ魅せれるかがポイント。

☝ 若手職員の体験談

⑦事前学習により事前に集めた質問を回答。
「質問回答書」を作成し、当日配布することでより
分かりやすいように工夫した。

⑧若手職員の声を届ける。本市が取組む最新技術
の導入を魅せる。☜生徒の関心を高めることに繋
がった。

⑥講座内容はシンプルに。 紙資料ではなくプロ
ジェクターと学校側のモニターに投影し、説明した。

デジタル化の取組説明☞

（市政だよりを利用）
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（３）現場見学のポイント

▷パネルを使って継手の
構造説明を実施。

⑨受注者の協力得ながらの現場見学。その流れを明記し
た。このような流れと役割分担にて現場見学を実施した。

▷模型を使った耐震伸縮
の体験。生徒が実際に模
型の継手を伸縮させて体
験。

▷ﾁｪｯｸｼｰﾄを用いた継手
管理の実技を体験。（紙に
よる従来のチェック方法）

▷受注者による地上で
の継手接合の実演。

▷学校前の管路更新現
場での管布設～接合状
況の見学。受注者の協
力により実施。

▷本市が進める継手チェッ
クのデジタル化。紙管理と
スマホ管理を比べて体験。

アナログとデジタルの
比較体験をした。⑩各説明や体験の状況を写真でピック

アップした。 継手体験はアナログとデジタ
ルを比較体験する工夫をした。

３．新聞記事 ☟2021年12月13日水道産業新聞

☟2021年11月1日水道産業新聞

☜2021年10月18日

日本水道新聞

⑪今後の市内
におけるＮＩＥ活
動を視野に地
元紙へも取材を
提案した。

2022年3月10日

福島民報☟

☝2021年9月15日

福島民友
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４．アンケート結果（抜粋） ⑫生徒のみならず担当教員からもリサーチ。
今回の取組についての検証材料とし令和４年度も継続して実施することとした。

〇アンケート対象：生徒36名 有効回答数33名 回答率91.6％ 11項目

〇アンケート対象：担当教員４名

有効回答数４名 回答率100％ 5項目
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令和４年度 水道イノベーション賞応募事例⑥

事業者名
(協議会名)

東京都水道局

取組名
(プロジェクト名)

東京水道グループの一体感を醸成する「ともにプロジェクト」
～職員・社員一人ひとりの価値を最大限に引き出す「人」に着目した連携の深化～

抱えていた課題

・東京都の水道事業は、これまで、水道事業の基幹的業務を当局と外郭団体（都においては、
「政策連携団体」と呼称。以下、「政策連携団体」とする）である東京水道株式会社（以下、
「ＴＷ」とする）とが担う一体的事業運営体制を構築し、また、「東京水道グループ」という
いわば一つの「事業体」として統一的な経営戦略の下、相互の強みを発揮し、有機的な連携を
図りながら、経営を担っていく「グループ経営」を推進してきた。

・一方で、水道法の改正や、気候変動による自然災害の多発、デジタルトランスフォーメー
ションの推進など、都の水道事業を取り巻く環境は、かつて経験したことのない局面にある。
さらに、近年、社会において、持続的な企業価値の向上に向けては、人材の価値を高めるとい
う視点で経営を行う「人的資本経営」や、社員の能力の発揮に向けた「エンゲージメント」の
把握・向上、「心理的安全性」の高い職場の重要性が注目されており、こうした視点を踏まえ
ながら、事業運営に取り組むことが求められている。

・こうした環境の変化に的確に対応し、東京水道グループの総合力を強化していくためには、
これまで以上にグループ内の連携を強化し、グループとしての一体性を持って効率的かつ効果
的に事業を運営していく必要がある。また、その前提として、組織は、そこで働く職員や社員
の一人ひとりのつながりがあってこそ、機能してくるものである。異なる事業体同士のグルー
プが一体となって取組を進め、同じ目標に向けて事業を推進していくためには、お互いの意見
を真摯に受け止めながら、相互理解を深める必要がある。

・これまで、グループのガバナンス強化や両者で組織的にＯＪＴを進めるための体制構築、共
同研修の実施など、組織間の連携を強化する取組は進めてきたが、職員や社員一人ひとりのつ
ながりにまで焦点を当てた取組はなく、東京水道グループの一員であるということを意識して
業務を行うための職員や社員への働きかけや動機付けが必要であった。

取組概要
（1/2）

東京水道グループの一体感を醸成する「ともにプロジェクト」の実施

(1)「ともにプロジェクト」の立案
　・グループ経営の目指すべき方向性として、「ともに」をキーワードとし、東京水道グルー
プにおけるグループ経営のあるべき姿をＴＷと一緒に描き、プロジェクトを立案（補助資料）

(2)「ともに、○○」をキーワードとした各取組の実施
「ともに、事業に向き合う」
　・グループとして効率的、効果的な業務実施に向けて、ＴＷが認識している課題を局と共有
し、業務改善に向けて、共に検討を実施
「ともに、調整する・実現する」
　・将来のグループにおける効率的な業務運営体制の実現に向けて、局からＴＷへの業務移転
等を局とＴＷとで緊密に調整
「ともに、ＰＲする」
　・グループ内外に対するＰＲを行っていくため、名刺への共通ロゴの掲載、電子メールの
メール署名欄を活用した共通メッセージの発信（補助資料）
　・12月１日「東京水道の日」を記念して、局ＨＰの特設ページを局とＴＷの所管部署とで共
同制作
「ともに、理解する」
　・局職員とＴＷ社員による座談会企画や、ＴＷにおける内定者歓迎イベントにおいて、局職
員による東京水道グループについての紹介（補助資料）
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令和４年度 水道イノベーション賞応募事例⑥

PRポイント

［新規性・革新性］
・東京水道グループ全体で5,600名を超える職員・社員の一人ひとりが、グループの一員であ
るとの意識を持って、各業務の実施及び改善等につなげていく本取組は、当局として初めての
取組である。
・「人的資本経営」や「エンゲージメント」、「心理的安全性」の視点を踏まえた本取組は、
コロナ禍等の影響もあり、対面でのコミュニケーションが減ってきている中で、「人」と
「人」とのつながりやその意義を見直す効果もあり、現代の要請に適った先進性のある取組で
ある。

［課題解決力・実現難易度（波及効果性（内部））］
・現場に近い職員や社員の声を業務の見直しに活用することで、現場目線を取り入れながらグ
ループ全体として効率的・効果的な業務運営体制の構築を進めることができた。
・本取組（特にアイデアＢｏｘ）において、局とＴＷの各層における横の連携だけではなく、
各組織内での縦の連携の強化にも寄与しており、現場の声を経営層に届ける方策の一つとも
なっている。
・本取組を通じて、東京水道グループの一体感の醸成やエンゲージメントの向上に寄与するこ
とは、水道業務を担う人材の定着及び育成が進み、着実な技術継承の実現が期待できる。

［展開性・汎用性（波及効果性（外部））］
・水道法の改正により、官民連携や広域連携が各地域で進む中、各事業体において具体的に連
携を進めるに当たっての課題は多いと思われる。特に、異なる組織体での連携については、相
互に理解し合うことが重要である。本取組は、職員・社員の相互理解を図りながら「ともに」
の意識で連携を進め、課題の解決につなげていくことができるものであり、事業体の規模にか
かわらず、どの事業体にも汎用性を持って適用できる。
・本取組の実施に当たっては、ほとんど費用が掛かっていないため、展開性も高い。

取組概要
（2/2）

「ともに、課題を見つける・検討する」（アイデアＢｏｘ）（補助資料）
　・お互いの業務がより良くなるアイデアを局職員及びＴＷ社員から募集する「アイデアＢｏ
ｘ」を令和３年９月から実施
　・投稿意見に対しては、局幹部やＴＷ役員、所管部署へ展開し、現状を把握する機会とする
とともに、解決に向けて共に検討
　・所管部署による検討結果は、投稿意見に対する回答として、局及びＴＷに展開

上記の取組に当たっては、ＴＷにおける全社員を対象としたエンゲージメントの調査結果を参
考にして、エンゲージメント向上に向けた視点を踏まえて実施

(3)グループ内への周知・浸透
　・局長とＴＷ社長との対談及び職員社員に対する動画メッセージ発信（補助資料）
　・内部向け広報媒体で周知するとともに、各事業所に本プロジェクトのポスターを掲示

取組による効果

○職員・社員の座談会企画やＨＰの共同制作等を通じた、一人ひとりのつながりを持った関係
性の構築
⇒局職員とＴＷ社員が、座談会企画での意見交換やＨＰの共同制作などの取組を通じて、顔の
見える関係性を持つことができる場を設定し、連携して業務に取り組むための関係性を構築す
ることができた。

○「ともに、課題を見つける・検討する」（アイデアＢｏｘ）実績
　令和３年度回答意見数　228件
　投稿意見を踏まえて、業務改善や実施等に至った主な事例（補助資料５）
⇒「アイデアＢｏｘ」という全職員・社員が個人として自由に投稿できるシステムにしたこと
により、200件を超える意見を収集でき、日頃どのような疑問やアイデアを持ちながら仕事を
しているのか、各職員や社員の実態を把握することができた。
　これらの現場の声や考え方を局幹部や会社役員にも共有し、一つずつ丁寧に応えることで、
東京水道グループとしての現に生じている課題を解決するだけでなく、今後生じうる課題につ
いても連携して取り組む環境を整備することができた。
　令和３年度の試行を踏まえ、今年度は、予算措置が必要な業務改善や特定テーマにおける改
善策など、より具体的な意見・アイデアを求める仕組みへ発展させることができた。

○局とＴＷとの対等なパートナーとしての関係性に関する項目の改善
⇒ＴＷにおけるエンゲージメントの調査において、局とＴＷとの関係性に関する項目が、全て
の項目の中でも、前年度からの改善幅が大きく、本取組の効果が表れていると考えられる。
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補助資料用紙

１　「ともにプロジェクト」グループ経営のあるべき姿の提案

２　局長とＴＷ社長との対談

３　名刺への共通ロゴの掲載、電子メールのメール署名欄を活用した共通のメッセージ発信
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４　局職員とＴＷ社員による座談会企画及びＴＷ内定者歓迎イベント（日本水道新聞掲載）

日本水道新聞

2021年（令和3年）
12月6日第5690号
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５　「ともに、課題を見つける・検討する」（アイデアＢｏｘ）

概要図

投稿様式
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投稿意見を踏まえて、実施に至った主な事例（内部広報媒体を通じて、局及びＴＷ内へ展開）
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令和４年度 水道イノベーション賞応募事例⑦

抱えていた課題

  新型コロナウィルスが我が国で確認されて以来およそ２年半になるが、こ
の間、小学４年生の社会科の授業の一環として受け入れていた浄水場見学を
お断りしている。その理由は、企業団職員への感染を防止し、職場内でクラ
スターを発生させないためである。
  実際にはこの間も見学の申込は多数あったが、安定給水の継続を最優先し
なければならない企業団としては、受け入れ中断はやむを得ない判断であっ
た。
　しかし、その一方で、子ども達が水道に興味・関心を持つ機会を失うこと
は残念な事であり、社会貢献という観点からも施設見学に替わる学習機会の
提供が必要と考えていた。

取組概要

　実地の浄水場見学授業の代替として、教室と企業団をオンラインで結び、
新たに制作した水道に関する動画を視聴してもらったうえで、子ども達の質
問に企業団職員が答える授業を行った。

１　動画の制作
(1) 令和２年度中
神奈川県教育委員会等と協議のうえ、動画の範囲を浄水場に限定せず水道の
全体像及び水循環を理解できる内容にすることとした。そのため、企業団の
守備範囲外である水源林、ダム、末端給水、下水処理の部分の制作にあたっ
ては、国土交通省関東地方整備局、横浜市水道局、横浜市環境創造局に多大
な協力をいただいた。

(2) 令和３年５月
動画制作業務委託により、視聴時間１６分３０秒の動画「水はどこから」完
成。
企業団ホームページで公開　(動画の使用は自由)

(3) 令和３年６月
神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市の教育委員会を通じて、小学校に授業
での動画活用の案内周知を行った。

２ オンライン授業の実施
(1) 令和３年９月　相模原市立広田小学校４年２クラスとオンライン授業実
施
(2) 令和３年１１月 横浜市立港南台小学校４年２クラスとオンライン授業
実施

事業者名
(協議会名) 神奈川県内広域水道企業団

取組名
(プロジェクト名)

コロナ禍でも子ども達に記憶に残る授業を提供したい！
～動画による水道施設見学とオンラインによる質疑応答～
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令和４年度 水道イノベーション賞応募事例⑦

取組による効果

【工夫した点】
(1)新たに作成する動画を授業の中で活用していただきやすくするため、動
画の構成については教育委員会の社会科の指導主事と綿密に打合せを行い次
のような構成とした。
・県下で使用されている４年生社会科の教科書との整合を図り、家庭の蛇口
から各水道施設(浄水場、取水施設、ダムなど)を経て水源まで遡る構成とし
た。
・水循環や世界の水事情を学ばせたいとの学校側の要望に沿うため、下水処
理施設やSDGsを含む構成とした。
(2)浄水場見学の代替として制作するものであるため、臨場感を醸し出す観
点から写真映像ではなく動画映像とした。
(3)オンライン授業については、質問時間をできるだけ長く確保したいとの
担当教諭の意向により、事前に動画を視聴してもらった上で、当日は質疑応
答中心の授業を行った。

【取組による効果】
　公営企業として社会貢献の姿勢が求められる中、浄水場見学の代替とし
て、授業で活用できる動画を広く提供することができた。
　また、オンライン授業実施校の担当教諭からは、「動画の視聴により質問
がより具体的なものとなり、貴重な学習機会となった」などの評価が寄せら
れた。
　実地の浄水場見学には及ばないかもしれないが、教科書だけの授業に比
べ、子ども達の水道に対する興味・関心を喚起し、記憶に残る授業が提供で
きたものと考える。

PRポイント

【新規性・革新性】
　これまでも多くの事業体が水道施設を紹介する映像を制作しているが、そ
れらは自己所有施設を中心としたものが多い。
　一方、このたび制作した動画は、４年生社会科の教科書との整合を図るた
め、企業団施設に加え国交省や横浜市の施設を含む水源から家庭、更には下
水処理までをカバーしているため、水道の全体像や水循環を学ぶことができ
る。また、今日的な課題であるSDGsも含めたことにより、授業で活用しやす
いものになったと考える。

【課題解決力・実現難易度(波及効果性(内部))】
　新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から、浄水場見学の受け入れを
はじめ、水道に親しみを持っていただくための地域イベント、住民参加の防
災訓練など、企業団で行ってきた多くの事業を中断している。
　しかし、これらの事業にも目的や意義があり、公営企業としてこのままで
良いのかというジレンマがあった。
　このたび、浄水場見学に替わる授業を提供できたが、このことを「コロナ
禍でも可能な社会貢献の方法」を職員一人ひとりが考える契機とし、中断し
ている取組についても代替の手法、再開の可否などについて検討を進めてい
く。
【展開性・汎用性(波及効果性(外部))】
　今回、制作した動画における水源から家庭までの水の流れ、水道の仕組み
はごく一般的なものであるため、神奈川県外の学校の授業にも活用していた
だける内容であると考える。
　また、オンライン授業については、実施に向けた手順や実施効果などを確
認できたことから、今後、浄水場見学などの申込をいただいた小学校をはじ
め積極的に実施していく。
　国のGIGAスクール構想の伸展に伴い、児童生徒一人一台端末の環境整備が
進められており、動画を活用した授業の実施環境も飛躍的に向上する。こう
した中で、学校側からの要請があれば積極的に協力し貢献していきたい。
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取組概要

【水質異常に伴う危機管理対策本部訓練の概要】
１．実施日　：令和３年12月15日（水）

２．参加者　：部長級以上及び各部関係職員計30人が参加

３．訓練想定：
　木曽川において有害物質(ジクロロメタン)による重大な水質異常が発生し
摂取制限を伴う給水継続で対応する事態を想定した危機管理対策本部訓練を
実施した。訓練では、水質異常が発生してから通常の給水が復旧するまで、
重要な局面ごとに危機管理対策本部会議を開催する形で進行した。危機管理
対策本部訓練では、関係部署からの報告やそれに基づく判断を行い、お客さ
まへ適切に情報提供をするとともに、可能な限り早期に復旧するために当局
が実施すべき一連の対応について確認することで、重大な水質異常が発生し
た場合の職員の対応力向上を図った。

抱えていた課題

　本市では、平成23年度に水安全計画を策定し、この計画に基づく総合的な
水質管理を行ってきた。一方、全国においては、近年重大な水質異常が発生
しており、これを踏まえて厚生労働省が通知「水質異常時における摂取制限
を伴う給水継続の考え方について」（平成27年度）を発出した。
　本市の水源である木曽川水系においても、豪雨に伴う水源水質の急変（平
成30年度）等の水質異常が発生している。この様な状況を踏まえ、本市では
令和元年度に水安全計画を大幅に改定し、水質異常時の対応を整理した「基
本対応フロー」及び個々のリスクごとの対応方法をより詳細かつ明確に記載
した「標準対応シート」を作成するなど精緻な検討を行った。改定は新たな
知見などによる見直しを継続的に実施するとともに、訓練や現場研修等を通
じて安全な水道水の供給への取組みを強化していくこととした。また、令和
２年度には、当局犬山取水場において実際のバルブ操作を含めた取水停止訓
練を実施した。
　特に、重大な水質異常発生時に“摂取制限を伴う給水継続”で対応する場
合、お客さまの生活に多大な影響を与えることから、適切な広報活動や応急
給水活動など市全体で対応しなければならない。そこで令和３年度に、水源
に重大な水質異常が発生し摂取制限を伴う給水継続で対応する場合を想定し
た危機管理対策本部訓練を上下水道局で実施し、対策本部における関係部署
の連携や市全体で対応する際に必要な対応等について確認した。

※摂取制限を伴う給水継続：長期的に摂取した場合の健康影響をもとに基準
値が設定されている項目が、一時的に基準値を一定程度超過した場合、飲用
を控えるよう広報しつつ給水を継続する対応方法

令和４年度 水道イノベーション賞応募事例⑧

事業者名
(協議会名) 名古屋市上下水道局

取組名
(プロジェクト名) 水源水質異常に伴う危機管理対策本部訓練の実施
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令和４年度 水道イノベーション賞応募事例⑧

取組による効果

【取り組みによる効果】
・重大な水質異常発生時に摂取制限を伴う給水継続で対応する場合に当局が
行うべき事項の中には、“水質調査”や“浄水処理の強化”に加え、“お客
さまへの適切な情報提供”や“応急給水活動の制約”など水質事故特有の留
意点が存在することから、これらのことについて関係部署の連携を確認する
とともに、組織全体で重大な水質事故に対応するための方法を確認すること
ができた。

【工夫した点】
＜訓練計画＞
・重大な水質異常が発生した場合に実施すべき事項を関係各課で話し合い、
訓練の手順も含めて、刻々と変化する水源及び水道施設の汚染状況及び水質
改善状況等を考慮した具体的な訓練計画を立案した。
＜お客さまへの情報提供＞
・摂取制限を伴う給水継続で対応する場合のお客さまへの情報提供方法につ
いて検討を重ね、今回想定した水質事故に関する記者発表資料を実際に作成
した。また近年では、台風・地震情報などインターネットを通じた情報提供
が一般的となっていることから、当局公式ウェブサイトに掲載するページを
実際に作成するなど、情報提供の方法を具体的に検討した。
＜応急給水活動＞
・摂取制限を伴う給水継続で対応する場合、配水管内の水道水が汚染される
ことから、地震などの災害とは異なり拠点給水による応急給水活動が不可能
である。一方で、名古屋市が物資供給協定を締結している飲料水等を取り扱
う民間業者へペットボトル等の飲料水の供給について協力を要請することで
対応する想定とし、そのために必要な対応等を整理した。

PRポイント

［新規性・革新性］
・本市の水源である木曽川において水質事故が発生し、摂取制限を伴う給水
継続で対応する事態を想定した訓練を実施することで、重大な水質異常が発
生した場合の職員の対応力向上を図った。
・従来から地震等を想定した本部訓練を実施してきたが、水質事故を対象と
した局全体としての訓練は初めての試みであり、水質事故特有の留意点を踏
まえた対応及び関係部署の連携を確認することができた。
・水源及び水道施設内の水質異常は時間とともに状況が変化するため、時間
経過を意識した訓練とした。

［課題解決力・実現難易度（波及効果性（内部））］
・訓練を計画する過程において、水源水質異常が発見されてから蛇口での安
全性が確認されるまでの一連の対応を整理し、認識することができた。ま
た、訓練を通じて、名古屋市水安全計画に記載のない具体的な事項について
も様々な課題を発見することができた。これらの課題を一つずつ解決するこ
とで、実際に水質異常が発生した時の対応のレベルアップが図られた。

［展開性・汎用性（波及効果性（外部））］
・他の水道事業体においても、水質事故を想定した訓練を実施することで、
様々な状況への対応力を養うことができ、水質異常対応のレベルアップに繋
がる。
・木曽川で水質事故が実際に発生した場合は、当局のみならず、木曽川流域
の自治体においても対応が必要になる。今後は、水質事故発生時の対応につ
いて木曽川流域の自治体間で情報共有した訓練を実施することで、より安全
な水道水供給に資することができると考えている。
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補助資料用紙
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　名古屋市水安全計画における基本対応フロー
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危機管理対策本部訓練で想定した水源水質事故状況の推移（抜粋）
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危機管理対策本部訓練で使用した水質事故に関する記者発表資料（案）（抜粋）
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取組概要

ビルドメンテナンス(ＢＭ)方式の導入

○令和２年度は、１件発注(試行)。
・駿豆水道･柿田川工業用水道の中央監視装置更新工事において、工
事と10年間の保守点検業務を一括発注。

○令和３年度は、２件発注。
・遠州広域水道用水供給事業の寺谷浄水場(天竜川系)及び都田浄水場
の水質監視装置の改築工事において、工事と10年間の保守点検業務を
一括発注。
・遠州広域水道用水供給事業の都田浄水場電気設備改築工事におい
て、工事と15年間の保守点検業務を一括発注。

令和４年度 水道イノベーション賞応募事例⑨

事業者名
(協議会名) 静岡県企業局

取組名
(プロジェクト名)

浄水場設備改築更新工事へのビルドメンテナンス(ＢＭ)方式による契
約導入の取組

抱えていた課題

○導入の経緯
・大規模な設備（受変電・ポンプ・中央監視装置など）は工事費が巨
額のうえ、点検については、毎年、設備ごとに単年度で発注してい
る。

○課題
・設備工事後の保守点検業務は、毎年、設備ごとに単年度で発注して
いるが、設備工事の施工会社または関連会社の一者応札で高落札率が
常態化していた。
・限られた職員数の中で、毎年、設備ごとに単年度で点検の発注を行
うことは、職員の大きな負担になっている。
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令和４年度 水道イノベーション賞応募事例⑨

取組による効果

（１）複数年契約による諸経費の低減
・工事と10年間または15年間の保守点検業務を一括発注することによ
るスケールメリットにより、諸経費を削減。
・従来の手法と比較すると10年間で保守点検費を３割程度削減。
・設備の運用に入ってからの点検費用の高騰の抑止。

（２）発注段階で維持管理まで含めた入札のため、競争性の向上（落
札率低下）
・契約当初から長期の点検業務を担うことが確定することで、競争性
が向上する。

（３）発注事務の軽減
・毎年の発注事務を省略でき、職員の負担が大幅に軽減するととも
に、事務費を削減。

（４）後々の維持管理を見据えた工事品質の向上
・工事の受注者自らが契約当初から長期の点検業務を担うことが確定
することで、機器の導入段階から維持管理の最適化に向けて創意工夫
を凝らした高品質な施工が行われることが期待される。

PRポイント

［新規性・革新性］
・ビルドメンテナンス(ＢＭ)方式の導入は静岡県では初めての試みで
ある。

［課題解決力・実現難易度（波及効果性（内部））］
・毎年の発注事務が省略できたことにより、職員の負担が大幅に軽減
され、その分ほかの業務に注力できるようになることは非常に大きな
効果となると考えている。

［展開性・汎用性（波及効果性（外部））］
・毎年の点検が必要となる大規模な施設整備においては、ＢＭ方式に
よるメリットが非常に大きいことが判明したため、今後も大規模更新
の際には、ＢＭ方式の実施を検討していく。また、設計を含めたデザ
インビルドメンテナンス(ＤＢＭ)方式についても視野に入れていく。
・ＢＭ方式のメリットについての紹介や説明を積極的に県の他部局や
県内の他水道事業体へ行い、導入を支援していく。
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◎業界紙記事掲載　令和４年１月13日付　水道産業新聞３,４面掲載

補助資料用紙
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令和４年度 水道イノベーション賞応募事例⑩

事業者名
(協議会名) 湖西市環境部

取組名
(プロジェクト名)

全国初となる越県での水道料金収納業務等共同化
 （料金収納業務等のシェアードサービス）

抱えていた課題

・これまで水道料金収納業務を直営で実施してきたが、定期的な人事異
動による業務職員の変更や職員の確保など、将来にわたる安定的な業務
体制の確保が課題となっていた。また、検針員の平均年齢が60歳と高齢
化が進む一方、現役世代も減少しているなど、効率性・合理性の観点か
ら料金収納業務全般の改善が必須であった。
・平成28年度には湖西市単独での民間委託も検討したが、費用面から断
念していた。

取組概要

◆合意までの流れ
・湖西市では、経営戦略を内包する「湖西市新水道ビジョン」（計画期
間＝令和３年度～）の策定作業に当たり、「水道事業経営方針検討会」
（委員長＝菊地裕幸愛知大学地域政策学部教授）での議論を進める中、
課題解決策の一つとして料金収納業務の共同化を検討した。同検討会か
らの意見も踏まえ、事業を具体化していくこととなった。
・湖西市は実施に当たり、地域性や地理的要件、近隣事業体の取り組み
内容、施策効果などを勘案した結果、平成25年度から民間事業者へ委託
済みの愛知県豊橋市が最も効果的な連携先であると考え、令和元年12月
に水道料金収納業務等の共同化を打診した。
・豊橋市は、湖西市からの打診に対し、県内近隣市との連携を踏まえた
検討を行い、広域連携の第一歩として湖西市との共同化を進めていくこ
ととした。
・その後、両市間における協議で詳細な検討を重ね、令和３年２月に基
本協定を締結、令和４年４月１日に業務を開始した。

◆具体の業務スキーム
・共同化する業務は、検針業務、メーター管理・受付業務、中高層共同
住宅水道特別取扱業務、受付・収納業務、電子計算処理業務、債権管理
業務、その他の付帯業務。
・委託に当たっては、豊橋市が現在委託中の事業者（Ａ社支店）と両市
が個々に契約の上、豊橋市の業務処理方法に統一しシステム機器を共有
化する「シェアードサービス」によって共同化を実現した。
・両市の料金業務窓口は豊橋市上下水道局舎内のお客さま料金センター
に集約したが、湖西市役所内の窓口も利用者の利便性に配慮し規模を縮
小して継続するなど、一部の業務は引き続き対応している。
・検針の実施時期は従来の豊橋市のスケジュールを基本とし、豊橋市内
の検針後に湖西市の検針を行う。これにより豊橋市で使用している既存
のハンディターミナルが流用可能となり、単独で委託した場合に必要と
なる新規導入費用の削減につなげた。
・調定収納時期や口座振替日を統一することでオペレーション業務を単
純化し、業務の効率化や処理時におけるミス発生の防止を図った。納付
書や使用水量通知などの各種様式についても豊橋市の様式に揃え、Ａ社
の関東プリントセンターにおいて一括印刷することで、システム開発や
印刷に係る経費を削減している。
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令和４年度 水道イノベーション賞応募事例⑩

PRポイント

［新規性・革新性］
・複数の事業体が料金収納業務を共同化する取組みそのものが全国的に
見ても極めて例が少なく、県境を跨いでの取組みとしては本事例が全国
初となる。
・民間委託済みの事業体と直営の事業体による料金収納業務の共同化と
しても全国初の事例である。
・両市は県境を跨ぎながらも生活圏や文化圏が一体であるという地域特
性を柔軟に生かし、これ以前にも連絡管整備や災害協定締結等で連携を
深めてきた経緯がある。将来にわたる安定供給に向け、県域にとらわれ
ず業務の効率化・合理化、経費削減に取り組む画期的事例と言える。

［課題解決力・実現難易度（波及効果性（内部））］
・中小規模事業者である湖西市にとって、職員の確保や高齢化が進む検
針員などの喫緊の課題に対し、直営体制から専門業者への委託により、
業務従事者や検針員の安定確保の見通しが立つなどの課題解決のみなら
ず、利用者サービスの向上にもつながった。
・業務従事者の共有、システムの共同化により、単独での委託と比べて
費用を抑制できた。

［展開性・汎用性（波及効果性（外部））］
・湖西市は、受付窓口の変更や、納付書・納付時期の変更、顧客番号の
変更など、利用者への影響は多大なものであったものの、利用者からの
問い合わせや苦情、業務の混乱などが無かったことからも、利用者ニー
ズに合った取り組みであったと考える。
・料金収納業務を民間委託している事業体と直営の事業体が隣接してい
るケースは全国各地に多くみられることが想定される。今回の取り組み
は、行政提案によるイノベーションであり、従来の共同発注とは似て非
なる新たな共同化のスキームとして、広く参考となる先進事例と言え
る。

取組による効果

今回のシェアードサービスは、単に受託者・システム等を統一、共同化
したのではなく、業務手順や業務書類等の統一を図るほか、顧客番号・
メーター番号の標準化等、各種データの統一によるシステム共有を行う
など、受託者の作業効率を踏まえた検討・実施であったため、効果を発
揮できた。
◆取り組み効果
・給水人口が約6万人の湖西市にとって、単独による包括業務では、業務
スケールでコスト高となっていたが、中核都市である豊橋市と連携した
ことで、共同化のスケールメリットにより、単独で委託した場合と比較
して年度当たり約3,500万円の費用削減効果が見込まれ、平成28年度に断
念した民間委託が実現した。施設整備への還元や将来の料金値上げ抑制
などの効果も期待される。
・専門業者への委託となることで、業務従事者や検針員の安定確保がで
きたほか、既に確立された豊橋市の包括業務スキームを導入することが
でき、業務の効率化・利用者サービスの向上にもつながった。
・今回の取り組みは、連携先の豊橋市と「業務スキームの統一やシステ
ム共有等の検討」から「各業務の効果検証」に至るまで、合同の勉強会
を繰り返し行うなど、豊橋市の協力があっての成果である。
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令和４年度 水道イノベーション賞応募事例⑪

事業者名
(協議会名)

三島市都市基盤部

取組名
(プロジェクト名)

地域社会に貢献しながら、水道水の使用量の維持・向上に向けた取り組み
～産官学連携の情報発信とＧＩＧＡスクールで知る水道水のあれこれ～

抱えていた課題

多くの水道事業体は、安全で安心な水道水を安価に供給し続けているにもかかわ
らず、水道水の使用量は、生活様式の変化や節水型社会への移行などを要因とし
て、減少傾向にあり、更に、将来においても、少子化に伴う人口減少社会の到来か
ら、有収水量の向上は見込めない状況となっています。

また、使用水量の減少だけではなく、電気料等の値上げや資材の高騰等、維持管
理費が増大しても、水道料金を値上げ改定する場合は、市民等の理解を得るために
多大な労力を要するのが実状です。生活に必要な水道水を安定的に供給し続けるた
めにも、収益の確保に向けた水道水の利用促進は、各水道事業体の課題なのです
が、水道料金の改定以外の解決策を見いだせない状況が続いています。

円滑な料金改定を行うためにも、平素から市民等が興味を示す水道に関する情報
発信や水道事業に係る啓発を継続して実施することが、課題となっていました。

取組概要

節水意識が高まる社会背景において、使用水量の向上等を実現させるためには、
水道利用者が納得した上で、水道水を使用していただくことが肝要であると考え、
これまでの水道事業だけの視点から、個人の生活や地域社会に貢献する内容である
ことに主眼を置き、また、限られた職員数でも実現可能な内容として、次の取り組
みを行いました。

１　お風呂で健康を！
若者の入浴離れや核家族化による世帯人数が少数となっていることを要因に、湯

船に浸からずシャワーだけで済ませてしまう方が増加しているデータがあります。
そこで、お風呂の使用量の減少抑止を目的に、次の取り組みを行いました。

　⑴　入浴に関する情報を豊富に有している企業と情報連携の締結を行い、同企業の
　　「おふろ博士」からのお風呂による健康促進に関する記事を市の広報誌・ホーム
　　ページなどでの情報発信の他、企業の職員により市民講座が開催されました。
　⑵　学生等若者の視点を取り入れた入浴の魅力等を発信する取り組みである産学官
　　連携事業「おふろ部」に参画し、入浴に関する情報等を「おふろ部」のサイトや
　　ホームページなどでの情報発信を行いました。
　⑶　前記内容を小学生児童向けに要約した上で、更に表紙絵を当市在住の絵本作家
　　が描いたお風呂にまつわるパンフレットを配布しました。

２　ＧＩＧＡスクールで三島市の水道を学ぼう！

　⑴　小学校社会科の教科書には、川から取水した一般的な水道水ができるまでの図
　　画が掲載されています。しかし、多くの水道事業体は、当市の原水を含め、教科
　　書の内容と相違があります。当市は、富士山の雪解け水等の地下水を汲み上げる
　　中、濁りも無く、精錬された水であり、このことを記載した電子教材を作成する
　　ことにより、今後、小学校の授業において活用できるようにしました。
　⑵　教育委員会や学校関係者との連携により、教員及び児童への負担を増やすこと
　　なく、地域特性がある水道水に関して、授業で活用できるようになりました。
　　また、今後、学習用タブレットから、児童が自習用教材として、これらの電子教
　　材を入手できるようになりました。
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令和４年度 水道イノベーション賞応募事例⑪

PRポイント

［新規性・革新性］
（その１：お風呂で健康を！）

お風呂離れの「抑止＝有収水量減少の抑制」に着目し、大学生×魅力発信、小学
生×健康学習のような、細分化したテーマ別に複数の取り組みができました。今
後、「お風呂」と繋がりがないと思っていた生活習慣や健康習慣との繋がり等、健
康増進に寄与することが期待できます。
（その２：日本初！　ＧＩＧＡスクールで三島市の水道を学ぼう！）

郷土愛を醸成する教育の一助となる他、学習用タブレットを用いた教育例は、ま
だ事例が少なく、教科書よりも、児童や保護者等の興味を導きやすいため、各家庭
への啓発アイテムとしての期待がもてます。

［課題解決力・実現難易度（波及効果性（内部））］
（その１：お風呂で健康を！）

地元の大学等との産学官連携体制により、若年層の柔軟な発想によるアイデア
や、入浴に関する情報を豊富に有している企業からの情報提供により、出前講座に
係る職員負担を必要としない中で取り組むことができます。
（その２：日本初！　ＧＩＧＡスクールで三島市の水道を学ぼう！）

学習用タブレットを用いた資料の配布に関しては、ＧＩＧＡスクール構想により
整備された機器を用いており、関係教育機関との協議のみで達成したため、費用は
発生していません。よって、他事業体でも、容易に同様の活動が可能であると考え
ます。

［展開性・汎用性（波及効果性（外部））］
（その１：お風呂で健康を！）

毎日の習慣である「お風呂」を主テーマにしているので、生活に密着したちょっ
としたコツや工夫を知って頂くことで、多くの人に興味を抱かせることができま
す。また、「お風呂」がある限り、様々なテーマからアプローチすることが可能で
す。
（その２：日本初！　ＧＩＧＡスクールで三島市の水道を学ぼう！）

当市小学生は、夏季の熱中症対策として、水筒（マイボトル）を持参しています
が、水源の清らかさや安価な水道水等の授業での学習を通じ、更に、環境啓発を継
続するような取り組みにより「ＳＤＧｓ」への貢献へ導くことが期待できます。

取組による効果

１　お風呂で健康を！
職員増は行わない中で実現し、かつ、継続させるため、民間企業等の力をお借り

できることを念頭にプランニングしました。また、「お風呂」を主軸に複数の要素
を掛け合わせた具体的テーマに細分化することで、テーマごとに主担当職員を区分
することや、通常業務の繁忙期と重ならないよう取組みました。
　⑴　「お風呂×健康×情報発信」
　　情報発信の「ネタ」は、企業から提供を受けるようにしました。また、当市施策
　の一つである「ウエルネス（健幸）」プロジェクトに初参画したことで、広報誌紙
　面のページを大きく確保できた他、「健幸」の主管課によって、市民講座を開催す
　ることができました。
　⑵　「お風呂×大学生×魅力発信」
　　市内の大学と連携し、ゼミ生を中心に「おふろ部」の活動に参加していただき、
　サイトへの記事投稿は、当市職員や学生自身によって、随時更新される他、学祭で
　のブース出展やバスソルト作り講座、地域ラジオへの出演等、新たな広報活動の場
　を確保することができました。
　⑶　「お風呂×小学生×健康学習」
　　２の取組みとは別に、小学校中学年向けに、お風呂の魅力をまとめたパンフレッ
　トを制作し、また、表紙絵は、当市在住の絵本作家が手がけたことで、話題性（関
　心度）を高めるとともに、未来ある小学生にお風呂（水）について考える学習（啓
　発）の機会を設けることができました。

２　日本初！　ＧＩＧＡスクールで三島市の水道を学ぼう！
　⑴　授業で活用しやすい電子教材の作成
　　教科書との対比に重点を置き、教科書添付図と同じように利用できる資料とした
　電子教材を作成しました。教員及び児童の負担を増すこと無く、市内の全ての子供
　たちが、授業の中で自然に、三島市の水道施設の特徴や利点を学んでいただくこと
　ができるように工夫しました。
　⑵　学習用タブレットを用いた学習活動以外の効果
　　学習用タブレットを用いて、市内の全児童へ、容易にパンフレット等を配布する
　手段を確立できたため、印刷や配布に係る手間等の負担が軽減されました。また、
　出前講座では、幾つかの限られた学校しか実施できなかったものが、漏れなく全て
　の児童へ、教育の一助として学習していただくことができるようになりました。
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補助資料用紙

（その１）お風呂で健康を！
●「お風呂×健康×三島」

当市では、「ウエルネス（健幸）」をまちづくりの施策の中核に位置づけ、保健医療分野だけ
でなく、生活環境や地域社会、学校や企業等あらゆる観点を視野に入れた取り組みにより都市機
能そのものを健康にすることで、市民が自然に健康で豊かになれる新たな都市モデルを構築する
取り組みを推進しています。その中で重点的に取り組むコアプロジェクトとして、第３期スマー
トウエルネスみしまアクションプランに、水道事業としては初めてとなる「みしま風呂ジェクト
～なみなみ情報発信」として位置付けられ、水道事業としてもメリットがある「市民の健康と水
の利用の、Win-Winの関係」を構築することができました。

●「お風呂×大学生×魅力発信」
　市内の大学２校に協力依頼をし、「おふろ
部」の活動に、ゼミ生を中心に参加していただ
きました。お風呂にまつわるサイトへの記事投
稿は、当市職員や大学生が随時行っており、こ
の新たな絆から、学園祭でのおふろ部ブース出
展等、啓発活動の場を獲得することができまし
た。
　その他、バスソルト作り講座やラジオ出演等
のおふろの魅力発信を行うとともに、記事投稿
の内容は、お風呂絵本の取材やお風呂による美
容効果の紹介等非常に多岐にわたるものであ
り、時間に追われがちな子育て世代やおふろ離
れが進んでいる若い世代に、親子のコミュニ
ケーションや美容等から、お風呂に浸かりたく
なる「お風呂の魅力」発信を行いました。

●「お風呂×小学生×健康学習」
企業のおふろ博士に教わったお風呂の魅力を

まとめたパンフレット「げんきをつくるおふろ
のひみつ」を制作し、26日の「風呂の日」にあ
わせて小学４年生への配布を行いました。

表紙絵を当市在住の有名絵本作家に描いてい
ただき、親しみやすいイラストで小学生の興味
を持ってもらうとともに、未来を担う小学生に
お風呂について考える学習の機会を提供できま
した。また、表紙絵の関係から、保護者への反
響も大きく、お風呂を通した水道事業の啓発を
開拓することが出来ました。
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（その２）日本初！　ＧＩＧＡスクールで三島市の水道を学ぼう！
　【授業用】電子教材の例
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（その２）日本初！　ＧＩＧＡスクールで三島市の水道を学ぼう！
　【自習用】電子教材の例
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（その２）日本初！　ＧＩＧＡスクールで三島市の水道を学ぼう！

授業活用のための参考資料（抜粋）（三島市学校教育課との協議により作成）
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令和４年度 水道イノベーション賞応募事例⑫

事業者名
(協議会名) 大阪市水道局

取組名
(プロジェクト名) 「大阪市上水道需要予測」の策定

抱えていた課題

　将来の水需要を正確に予測することは、想定される需要に備えた施設能
力、中長期的な経営収支の検討に活用でき、持続可能な水道事業運営には必
要不可欠である。
　大阪市域の水需要は、平成７年度をピークに減少傾向を示しているもの
の、近年はその減少傾向が緩やかになり下げ止まり傾向が見られるなど、水
需要の動向にも変化が見られている。将来の水需要予測を行うにあたって
は、一般的に水需要を時系列傾向分析により延伸させる方法が知られている
が、過去の傾向を将来に反映させる単調減少関数となり、中長期的な視点で
水需要の動向の変化を正確には捉えられない。
　そこで大阪市域における水需要構造を適切に把握し、地域の実情を反映さ
せた水需要予測モデルを構築することが課題であった。
　また、令和2年度以降、新型コロナウイルス感染症拡大防止を目的とした
様々な活動自粛により、ライフスタイルは大きく変化し、水需要構造・水需
要にも影響を与えている。またこれらライフスタイルの変化の定着も指摘さ
れており、新たに策定する中長期の水需要予測にそれらの影響を反映させる
ことも課題であった。

取組概要

　コロナ禍における水需要構造の分析から、以下３点の水需要構造を解明・
評価し、水需要予測モデルに組み込むことで、「実態に即した都市活動用水
量の業態分類（地域の実情の反映）」や「都市活動用水量の底打ち（地域の
実情の反映）」、「コロナ禍におけるライフスタイルの変化の定着」を盛り
込んだ水需要予測モデルを構築した。

① 実態に即した都市活動用水量の業態分類（地域の実情の反映）
　大阪市域の水需要を「生活用水量と都市活動用水量」に大別するだけでな
く、都市活動用水量を、在住人口と相関のある「生活型都市活動用水量」と
流動人口と相関のある「経済型都市活動用水量」に分類し、人の在住や流動
性を水需要に直接反映可能であり、地域性を考慮した水需要予測モデルとし
た。
② 都市活動用水量の底打ち（地域の実情の反映）
　コロナ禍において初めて発令された緊急事態宣言下において、人流が最大8
割抑制されたなかでも、都市活動用水量が約30%しか減少しなかったことに着
目し、都市活動用水量は際限なく減少するものではなく底打ちするものと考
え、水需要の下げ止まりを考慮した水需要予測モデルとした。
③ 最新の知見（コロナ禍におけるライフスタイルの変化の定着）
　コロナ禍では、生活用水量の増加・都市活動用水量の減少という水需要構
造の変化が生じている。また、これら水需要構造の変化と大阪市内主要駅
（大阪メトロ御堂筋線梅田駅）における使用水量との増減に相関があること
を見出し、水需要構造（ライフスタイル）の変化の指標とし、将来の駅使用
水量の増減率を仮定することで、コロナ禍における水需要構造の変化及びそ
の定着が水需要に与える影響を考慮した水需要予測モデルとした。
　なお、策定した水需要予測は、令和４年１月25日に大阪市水道局のホーム
ページにて公表している。
（https://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/0000555736.html）
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令和４年度 水道イノベーション賞応募事例⑫

PRポイント

［新規性・革新性］
・大阪市域の水需要構造を分析し、これまでにない地域の実態に即した都市
活動用水量の業態分類による水需要予測モデルの構築
（業態分類：①生活用水量（家庭での水使用量）、②生活型都市活動用水量
（都市活動用水量のうち在住人口と相関の高い水使用量、③経済型都市活動
用水量（都市活動用水量のうち流動人口と相関の高い水使用量）
・コロナ禍において初めて発令された緊急事態宣言下における水使用実績か
ら、都市活動用水量の下げ止まりを考慮することで、水需要の減少傾向が緩
やかになりつつある事象にも対応した水需要予測モデルの構築

［課題解決力・実現難易度（波及効果性（内部））］
・水需要構造の分析、予測モデルの構築、推計値の算出まで、すべてを直営
作業で実施し、これら水需要予測・統計学的な知見を水道局内で蓄積した。
・水需要・給水収益の減少に加え、施設の耐震化、更新需要の高まり、水道
施設の適正規模化等、水道事業の抱える課題は山積している。今般策定し
た、水需要予測の結果は、過大でも過小でもない合理的な範囲での推計結果
であり、中長期的な視点での安定給水・事業継続の観点から将来の施設整備
水準の適正規模検討、料金収入の根拠として経営収支検討に活用し、水道局
の事業計画とも整合させることで、大阪市水道局が目指すべき目標を明確化
させた。

［展開性・汎用性（波及効果性（外部））］
・新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う活動自粛が水需要に与える影響
は、多くの事業体で見受けられるものと考えられ、駅の使用水量をライフス
タイルの変化の指標とした評価手法は、全国に先駆けた取り組みであり、ま
た汎用性が高いと考えられる。

取組による効果

　水需要予測モデルの構築にあたっては、単に過去の水需要量を時系列傾向
分析により延伸するのではなく、大阪市域の水需要構造を緻密に分析し、得
られた一般性の高い知見を予測モデルに盛り込むことで、合理的かつ説明力
のある水需要予測が構築できたと考えている。
　また、水需要予測を行うにあたっては、将来の人口規模に応じた都市像を
シナリオとして設定しており、人口減少社会が継続する場合（ケース2）だけ
でなく、人口規模を維持した場合（ケース1）に対応したシナリオも設定する
ことで、安定給水・事業継続の観点から水需要予測を実施した。なお、ケー
ス1のシナリオ設定については、大阪市が今後目指すべき方向と人口の将来展
望を提示した「大阪市人口ビジョン（令和2年3月更新）」との整合を図って
いる。
　これらのシナリオ設定により予測した水需要について、ケース1の結果は将
来的に保有すべき施設整備水準の検討、ケース2の結果は将来的に想定してお
くべき経営収支の検討に用いることとし、それぞれ整備水準の適正規模化及
び料金収入の根拠として、大阪市水道経営戦略（2018-2027）【改訂版】、大
阪市水道施設基盤強化計画（ともに令和４年３月公表）に盛り込むことで、
事業運営との整合性を図ることで、大阪市水道局が目指すべき目標を明確化
させた。
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補助資料用紙

【別紙】 大阪市上水道 需要予測 2022（令和４）年１月 【概要版】
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事業者名
(協議会名) 高槻市水道部

令和４年度 水道イノベーション賞応募事例⑬

取組名
(プロジェクト名)

動画“自ら水から備えよう―たかつき『みずから』防災―”
の制作・YouTube配信による全方位に向けた水道防災啓発を！

抱えていた課題

　南海トラフ地震等の大規模災害時の被害想定では、高槻市内全域で断水が起こるとされており、近
年頻発化・激甚化の傾向にある自然災害に対応するため、水道管路の耐震化などハード面の取り組み
はもとより、平時における防災啓発等のソフト面の更なる取り組み強化が喫緊の課題である。
　平成30年6月に発生した、最大震度6弱を記録する大阪府北部地震により、本市では約8万6,000戸が
一時、濁水・断水状態に陥ることとなった。
　この経験から、災害発生時は迅速な復旧・給水活動に限界があり、全ての地域においてすぐに応急
給水を行うことは実質不可能で、安全な水を届けるまでには一定の時間を要することが避けられない
ため、常日頃から生きていく上で必要な水の備えの大切さを、より多くの皆様に理解していただくこ
とが大変重要であると痛感した。
　また、断水が発生した要因として、当時SNS上で「断水するらしい」という市公式情報に基づかない
デマ情報や噂話が広まり、必要のない人も含め、非常に多くの人が水道水を一気に溜め込む事態に発
展し、結果的に一部の地域で断水することとなった。そのことから、前述の日頃からの水備蓄の大切
さのみならず、SNS等で様々な情報が飛び交う時勢からも、災害時の適切な行動・心構えについて周知
啓発を行う必要性も同時に高まった。
　ついては、これまで各種パンフレットや広報誌等での防災啓発活動、自治会との協力体制の構築に
努めてきたところであるが、大規模災害時の被害を想定すると、一人ひとりの防災意識の更なる向上
が必要であり、既存の手法に捉われない、あらゆる方に向けたより効果的な防災啓発が急務であっ
た。そこで、「水道にまつわる防災」に特化した動画制作に取り組むに至った。

取組概要

■動画タイトル「自ら水から備えよう―たかつき『みずから』防災―」（9分41秒）
　 ※英語版及びデジタルサイネージ等での活用を見据えた15秒PR版も同時制作

■概要　日頃からの水備蓄に関するノウハウを始め、災害時にSNS等でのデマ情報に
　　　　惑わされないための注意喚起･応急給水時のルールなど適切な行動や心構え
　　　　といった「水」に関する防災について、約10分で収録

■制作期間 令和３年１０月～令和４年３月【公開日：令和４年３月２８日（月）】

■公開場所【YouTube】https://www.youtube.com/watch?v=pVLOeBOxGTM ＜本編＞
　　　　　　　　　　 https://www.youtube.com/watch?v=KrQrwMkjTpU&t=0s＜英語版＞
　　　　　【市ＨＰ】 https://www.city.takatsuki.osaka.jp/site/bousai/29288.html

市ホームページ 市公式YouTube[本編] 市公式YouTube[英語版]
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令和４年度 水道イノベーション賞応募事例⑬

［課題解決力・実現難易度（波及効果性（内部））］
「水をどのくらい備蓄しておくべきか」や「水道水を保存する際の注意点は」といった日頃からの水
備蓄に関するノウハウを始め、応急給水時のルールなど災害時の適切な行動の紹介、SNSでのデマ情報
に流されず、必ず最新の市公式情報を入手することの大切さなど、「水」に関する防災をあらゆる視
点から網羅できるよう構成を工夫した。

［展開性・汎用性（波及効果性（外部））］
　今後「たかつき『みずから』防災」を合言葉に、「自ら」備え「水から」備える大切さを、動画を
通じて広く発信していく。あわせて、動画の中で登場するデザインと統一性を持たせたＨＰでの防災
ページの展開や、比較的高齢者層の視聴が期待できる地元テレビ番組での放映も行う。また、市役所
窓口等のデジタルサイネージでの活用も見据え、15秒のPR版を3パターン制作し、今後これらも活用し
て動画のPRを行うとともに、6月の水道週間に合わせた様々なPRの展開も予定している。

取組による効果

■「自分事」と考え、とにかく行動してほしいという思いを込めて
 “「災害に備えて水を備蓄しておきましょう」という言葉は耳にしたことはあるが、どこか「他人
事」で、なかなか行動には移せない…”各家庭で「日頃からしっかり水を備える」という意識を持っ
てもらう上で、この「他人事」意識が、最も大きな課題であると考えた。

　
　そこに何とかアプローチし、とにかく「自分事」として行動に繋げてもらうために、まずプロロー
グでは、台所や洗面所、トイレといった日常生活の映像を取り入れ、蛇口をひねればあたりまえに出
てくる水…この水が突然災害により出なくなったら…「災害が起きたら、その『あたりまえ』は『あ
たりまえ』でなくなる」というメッセージと共に動画がスタート。このほか、より訴求効果が図れる
取組となるよう次項目「ＰＲポイント」に記載のいくつかの工夫を凝らした。

PRポイント

［新規性・革新性］

■「防災」という普遍的なテーマの中でも心に残る工夫を
“自ら水から備えよう”当初このようなキャッチコピーを作成することは予定していなかったが、制
作の途中段階で「防災」という普遍的なテーマの中でも、オリジナリティを加え、印象に残る工夫が
できないかと考えた。本動画の制作にあたって込めた思いである「災害を“自分事”として捉えてほ
しい」、「まずは“水”から備えてほしい」これら２つから、「自ら水から備えよう」を発案、この
キャッチコピーを「たかつき『みずから』防災」と銘打って採用するとともに、動画を象徴するロゴ
マークとしても活用し、より印象に残る工夫を凝らした。

■ピクトグラムを中心とした展開と英語版の同時制作
　　～とにかく「わかりやすい」動画を目指して～

　命に関わる水道にまつわる防災啓発は、若い世代から高齢者までの幅広い年齢層の方、また外国籍
の方にも広く伝えていく必要があることから、トピック別のアイコンやピクトグラムによる説明を多
用するなど「視覚的なわかりやすさ」を追求したことが特徴で、英語版も制作した。

　また、行政による防災を題材にした情報発信の中でよく使用する「自助・公助・共助」というフ
レーズは、今回の動画では使わず、演出・構成の工夫や前述のピクトグラムの活用により、堅苦しい
イメージの動画にならずとも、「自助・公助・共助」の大切さを伝えられるよう留意した。
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補助資料用紙

■動画ＰＲポスター
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■市営バス扉横ＰＲ素材

■市ＨＰトップページバナーＰＲ素材

65



■市公式ＴｗｉｔｔｅｒＰＲ素材

■市公式ＬＩＮＥリッチメッセージＰＲ素材
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令和４年度 水道イノベーション賞応募事例⑭

事業者名
(協議会名) 大阪広域水道企業団

取組名
(プロジェクト名)

大阪広域水道企業団×近畿大学官学連携共同研究プロジェクト
「つなchan」

抱えていた課題

　大阪広域水道企業団（以下「企業団」という。）は、平成22年11月に設立され約10
年が経過したが、まだまだ広く府民に認知されているとは言い難い状況である。
　近年、他の水道事業体と同様にベテラン職員の退職による技術者の確保が課題と
なっており、職員採用試験への応募者数を増加させる方法を模索していた。併せて、
新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた採用活動のあり方が喫緊の課題となっ
ていた。
　同時に、企業団の認知度向上をめざして、浄水場見学や小学校への出前授業「出か
ける浄水場」、住民に水道水のおいしさを知ってもらう「利き水会」のほか、大阪府
内の各種イベントおけるブース出展などの広報活動を実施してきたが、その対象は主
に小学生やファミリー層が中心であり、職員採用（高校及び大学卒業程度）の対象と
なる10代後半から20代へのPRが不足していた。

取組概要

　企業団では、職員採用の対象者と同世代で、流行に敏感で柔軟な発想を持つことが
期待できる大学生の目線を入れるため、近畿大学と連携し、効果的な広報のあり方を
研究、実施するため、共同研究プロジェクトチーム「つなchan」を結成した。その結
果、企業団の採用広報活動の一環として、「職員のチームワーク力」「水づくりのプ
ロとしての想い」「水道を未来まで守り続けるという使命感」を体感できるVRコンテ
ンツを制作し、新サイトを令和４年４月１日に開設・公開した。本サイトでは、「つ
ながる職員 つながる水道 つながる未来」をコンセプトに主に企業団への就職に関心
がある学生に向けて、２つのセクションに分けて企業団の魅力を発信している。
（１）VR職員インタビュー（職場見学）
　企業団の４つの職種ごとにインタビュールームを設け、仕事内容の紹介のほか、職
場の雰囲気やチームワークなど「職員同士のつながり」を掘り下げて紹介しながら、
実際の職場や水道施設の風景をVR空間に映し出す。日本最大規模の村野浄水場や大規
模工事現場などが360度映像でぐるっと見渡せ、現地で見学をしながら職員の話を聞
いているような感覚を味わうことができる。また、普段公開していない施設も見るこ
とができる。なお、VR職員インタビューは、VRゴーグル不要で、サイト内の入口ボタ
ンをクリックするだけで気軽に体験できるしくみになっている。
（２）施設紹介
　サイト内（１）インタビューセクションの下部には、施設紹介のセクションを設け
ている。水道水が蛇口に届くまでの様々な水道施設をオリジナルイラストで紹介して
おり、インタビューと併せて、各施設のしくみや役割について学ぶことができる。

VRサイトURL https://wsa-osaka.vr-lite.com/
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令和４年度 水道イノベーション賞応募事例⑭

PRポイント

［新規性・革新性］
　当企業団で調査したところ、学生が主体となって企画・制作したVR職員インタ
ビューは、自治体初の試みである（企業団調べ）。

［課題解決力・実現難易度（波及効果性（内部））］
　学生が主体となって制作したVRコンテンツは同世代の学生の興味を引くことがで
き、また自宅にいながら、より具体的に企業団で働いた時のイメージを持ってもらう
ことができるため、コロナ禍での採用活動の幅が広がった。
　今後、対面のイベントや説明会等でサイトのQRコードが印字されたちらしを配付す
ることで、さらにアクセス数を増やし広報活動を推進できるものと考える。

［展開性・汎用性（波及効果性（外部））］
　「つなchan」は、業界紙に取り上げられ、他団体からも企業団の取組に対して問い
合わせが多くあった。地方公共団体における採用活動の一例として、本プロジェクト
が参考にされることとなった。
　学生の視点から企業団の魅力を掘り下げ、その内容を発信していることにより、企
業団が自ら魅力を伝えるよりもさらに信用できる情報として伝えることができた。

取組による効果

〇取組による効果
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で、企業団の施設見学会やインターン
シップの実施できない状況で、非対面で職場の雰囲気を知ることができるコンテンツ
の作成により、明るく気さくな企業団の雰囲気を視聴者に伝えることができたこと
や、VRコンテンツは、時間・場所の制約がなく、都合の良い時に気軽に体験できるも
のができたと考えている。
・オンライン説明会等その他の施策と合わせて取り組むことで、令和４年５月実施の
職員採用試験（大学卒程度）において、技術職の応募者数は75名（前年度比120％）
と大幅に増加した。

〇取組を実施するに当たり工夫した点
【企画段階】
・サイト及びVRコンテンツの企画・制作に当たっては、「つなchan」学生メンバーが
企業団の施設見学や職員へのヒアリングを実施して情報収集を行い、学生の視点から
採用広報における「現状」と「課題」を整理するところから始めた。
・その結果、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で施設見学会やインター
ンシップが実施できていないこと」、「実際に企業団のインターンシップに参加し
て、職場の明るく気さくな雰囲気を知り就職を決めたという職員が多くいること」な
どを知り、「コロナ禍に対応した非対面で職場の雰囲気を知ることができるコンテン
ツ」が必要という課題が明確になった。
・その上で、既に実施されている「オンライン説明会」との差別化を図り、時間・場
所の制約がなく、都合の良い時に気軽に体験できるものをめざすこととした。
・企画を進める軸として、「ペルソナ（ターゲット層となる架空の人物像）」を細か
く設定し、視聴者が何を見たいか、どんなことを知りたいか何を求めているのかにつ
いて客観的かつ共通の視点を持ち、議論が円滑に進むようにした。
・「つなchan」学生メンバーは学業やアルバイトで忙しく、打合せの時間を講義の合
間やアルバイト後の時間帯に設定し、オンライン形式で複数回行った。
【制作段階】
・「つなchan」学生メンバーが職員にインタビューする際には、２対２の座談会形式
で行うことによりリラックスした雰囲気を引き出した。また、質問は事前に用意した
もの以外にアドリブを取り入れることで、インタビューが棒読みにならないようにし
た。
・360度カメラで職場内を撮影した映像を使用することで、実際に職場見学をしなが
ら職員の話を聞いているような雰囲気を味わえるものとした。
・各職種のインタビューの締めのメッセージとして、コンセプト「つながる職員 つ
ながる水道 つながる未来」にちなみ、「〇〇〇つなぐ企業団」の「〇〇〇」の部分
を職種ごとに埋めてもらうこととし、統一感を出しつつも、それぞれの職種の魅力が
伝わるように工夫した。
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「つなchan」トップページ

VR職員インタビューのセクション、４つの職種ごとにインタビュールームを設定
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VR職員インタビューでの送水管理センター紹介

VR職員インタビューでの工事中の立坑紹介

「つなchan」イメージキャラクター

学生考案により、企業団の水道水を象徴

する「水のしずく」と近畿大学を象徴す

る「マグロ」で構成されている。

施設紹介のセクション

VR職員インタビューで締めのメッセージテーマ

行政職 土木職

設備職 水質職
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2021年11月18日掲載

水道産業新聞

2022年１月６日掲載

日本水道新聞

71



2022年４月18日掲載

水道産業新聞

2022年５月19日掲載

日本水道新聞
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令和４年度 水道イノベーション賞応募事例⑮

事業者名
(協議会名)

亀岡市上下水道部
南丹市上下水道部

取組名
(プロジェクト名) 亀岡市から南丹市への水道用水供給事業

抱えていた課題

■南丹市
　南丹市の大薮浄水場は供用開始から50年以上が経過し、更新の必要
があったが財政的に厳しい状況であった。

■亀岡市
　亀岡市が保有する千代川浄水場と三宅浄水場において、給水人口の
伸び悩み等により、約１万4,000㎥/日の余剰能力が発生し、設備投資の
回収が不足していた。

取組概要

　平成29年４月に南丹市で大薮浄水場の更新について検討が開始さ
れ、費用対効果を考える中で、市境近くにある亀岡市の千代川浄水場
から受水する案が浮上した。平成30年２月に南丹市から亀岡市に申し
出があり、供給条件について協議を開始。その結果、南丹市は大薮浄
水場を停止し、亀岡市から受水した水道用水を、南丹市八木町南地区
及び西地区に配水することで合意した。

　令和２年３月に亀岡市が水道用水供給事業の認可を取得し、南丹市
が事業費約3.7億円をかけ、市内の既設配水管と亀岡市の千代川浄水場
間を結ぶ約２㎞の送水管を整備したのち、令和４年２月に供給を開始
した。
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令和４年度 水道イノベーション賞応募事例⑮

PRポイント

［新規性・革新性］
　水道用水供給事業の創設認可を取得し、既存の浄水場の能力を活用
して広域連携を推進した。京都府内では初となる市町村間の水道用水
供給事業となった。

［課題解決力・実現難易度（波及効果性（内部））］
　広域連携により、両市の水道事業経営の合理化及び業務の効率化を
図ることができる。

［展開性・汎用性（波及効果性（外部））］
　既存施設の余剰能力の発生や、施設更新の費用面の課題は他の事業
体にも共通する課題と思われる。今回の取組は比較的、短期間かつ低
予算で実施できたものであり、広域連携の手法の一つとして参考にな
ると考えられる。

取組による効果

■南丹市
　大薮浄水場の停止により、約15億円の更新費用を削減した。

■亀岡市
　千代川浄水場の余剰能力を活用し、南丹市に対して約50万㎥/年を供
給することで、年間約6,000万円の収入が見込まれる。
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補助資料用紙

事業概要

　この取組は、亀岡市と南丹市の水道事業経営の合理化及び業務の効率化を図ることを目的とし
て、亀岡市の水道施設を使用し、南丹市の水道事業に水道用水を供給するものです。
　水道用水供給事業については、亀岡市が水道法の事業認可を取得し、地方公営企業法を適用
し、亀岡市の水道事業において経営していきます。

【経緯】
　平成３０年２月　　　　南丹市から水道水供給に係る協議の申し出
　平成３０年６月　　　　水道用水供給について、両市で協議することを受諾
　平成３１年１月　　　　水道用水供給事業の推進に関する基本合意書の締結
　令和元年６月２７日　　水道用水の供給に関する基本協定書の締結
　令和２年３月２６日　　亀岡市水道用水供給事業認可
　令和２年１２月７日～令和３年１２月１７日
　　　　　　　　　　　　南丹市による送水管布設工事
　令和４年１月２７日　　供用開始式
　令和４年２月１日　　　給水開始

【事業計画】
　事業名　　　　　亀岡市水道用水供給事業
　認可年月日　　　令和２年３月２６日
　認可番号　　　　京都府指令２公企第６号の１
　計画給水区域　　南丹市八木町南・西地区(大薮浄水場給水区域)
　計画給水量　　　１日最大給水量　1,762 ㎥/日

用水供給区域

約529ha

送水管φ250㎜

延長 約2,000ｍ

千代川浄水場
千代川駅

園部駅

吉富駅

八木駅

大薮浄水場
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令和４年度 水道イノベーション賞応募事例⑯

取組概要

 また、本事業に合わせ、以下の関連工事を並行 して行った。
　　〇導水管整備
　　　当該浄水場の原水を導水するため、既設導水管（φ1200）より分岐し

　　新設導水管（φ1000）を高橋浄水場まで布設した。(約1.2km)
    〇高橋配水池築造
　　　当該浄水場にて浄水処理を行った水道水を貯留するため、隣接地に

　　新設配水池（6,250㎥/池×2池（ＰＣ造））の整備を行った。

　　〇遠方監視制御設備整備
　　　当該浄水場にて点在する高橋浄水場他の水道施設の集中監視を行う
　　ことにより運転監理の効率向上を目的とするもので、当該浄水場の監
　　視室に場外系の監視装置設備を設置した。

民間企業の技術力やノウハウを活用するため、ＤＢＭ方式を採用し、
　①安全で安心な水道水
　②災害に強い強靭な水道
　③持続可能な水道　　　　を３つの柱として整備した。

施設能力は４万㎥/日で、セラミック膜による膜ろ過方式を採用し、令和４年

３月から運転を開始した。

事業者名
(協議会名) 今治市上下水道部

取組名
(プロジェクト名) 基幹浄水場更新事業 ～高橋浄水場の運用開始～

抱えていた課題

　昭和46年10月に供用開始した基幹浄水場の「小泉浄水場」は経年劣化など
による老朽化が進行するとともに大規模地震への耐震性能も不十分であった
ことや、近年の集中豪雨時における濁り対策並びにアルミ成分の漏出等安定
した水質の確保にも問題が生じていたことやクリプトスポリジウムなどへの
対策強化とともに、広域合併に伴う島嶼部を含む一元管理による効率的な水
運用、及び水道事業の効率化を図るため、新たな浄水場として「高橋浄水
場」を建設・整備するかたちで、浄水場の更新に取り組むこととした。

　小泉浄水場の施設改修を含め検討を行ったところ、現在地での更新は難し
いとの結論に至り、移転更新で進める方針を打ち立て、平成16年3月に浄水場
用地として約9ｈａの土地を取得した。また、合併後の広域的な水道事業運営
の方向性を示す 「今治市水道ビジョン」を平成22年に策定し、さらに翌平成
23年度には「今治市水道事業経営変更認可(第5次拡張事業) 」を取得した。

平成25年度

年　度

民間活力の導入について検討実施

内      　容

「今治市水道施設整備検討審議会」を設置。平成26年度

平成27年度

平成28年6月 特定事業の選定（ＰＦＩ事業）

平成29年2月 事業者選定の答申

検討審議を経て事業手法をＤＢＭ方式により進める方針を固める。

平成29年9月 選定業者と契約締結。基本設計、詳細設計実施

令和元年11 現地着工

令和4年3月 共用開始、維持管理（メンテナンス）業務開始
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令和４年度 水道イノベーション賞応募事例⑯

取組による効果

○　DBM方式の採用
　高橋浄水場の運転では、膜ろ過設備の総合的な点検整備(メンテナンス)の他、この
施設を拠点として市内全域に約200ある施設のオペレーションを含めた運転管理を実
施しなければならなかった。
　整備に当たり遠方監視設備の充実により市内全域の施設データの集約を図り一元
管理できるため、DBO(Design Build Operate)方式ではなく、メーカーに頼る業務はオ
ペレーションを含めず20年間のメンテナンスに特化したDBM(Design Build
Maintenance)方式を採用した。

○ オペレーション業務を分離したことによる効果 
　オペレーションは市域全体約200ある施設の監視と巡視点検を高橋浄水場の運転
と合わせて行う計画であったため その業務を得意とする業者に別途発注することと
し、この結果オペレーション業務については、遠方監視による一元管理が可能になっ
たことに伴い点検頻度の見直しを行い、5年契約で1億円  程度の人件費(委託料)削
減を達成することができた。  

PRポイント

［新規性・革新性］
○ ごみ焼却施設（バリクリーン）で発電された電力を利用することにした。
　　効果として、電気代は、年間約48万円の削減となった。

［課題解決力・実現難易度（波及効果性（内部））］
〇 予期せぬ水質異常
　契約直前の平成29年8月に豪雨災害があり、要求水準書に示す原水水質を大
幅に上回る濁度の原水が見受けられ、原水条件の見直しを余儀なくされた。
　提案された浄水フローで対応可能か、確認実験を行い浄水処理の確実性を
確認したうえで、基本設計に反映した。なお、この確認実験にて当時の高濁
度原水を再現するため、今治市の土を懸濁物質として実験に用いる等、再現
性を高める工夫を行った。
〇 より良い維持管理計画
当該浄水場のオペレーション（運転管理）を別契約としたため、メンテナン
ス（維持管理）業務との差別化が困難であったが、JV（共同企業体）と月1回
技術分科会を開催し問題点を洗い出すことで、より良いメンテナンス（維持
管理）の計画が作成出来た。

［展開性・汎用性（波及効果性（外部））］
　当該浄水場は一般公募により「バリウォーター」と愛称が付けられた。 命
名者によると、 バリウォーターには”今治の限りある水資源をみんなで守っ
ていくために、みんなが覚えやすい名前にしました”という、水道にとって
大切なメッセージが込められている。浄水場には小学生が社会見学として毎
年来場しており、この愛称を通じて水道に興味を持ち、将来、様々な分野で
今治市に関わりたいと思えるような、未来へとつながる運営を行いたい。 
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令和４年度 水道イノベーション賞応募事例⑰

事業者名
(協議会名) 福岡市水道局

取組名
(プロジェクト名)

水道ＩＣＴ技術の活用によるアセットマネジメントの推進
～IoTセンサを活用したポンプ設備点検の効率化～

抱えていた課題

　本市は令和５年３月で事業創設100周年となり、計画していた19回にも及ぶ水資源
開発がすべて完了したが、高度経済成長期に整備した施設や管路の大量更新期を迎
えている。また、昨今の新型コロナウイルス感染症の影響による料金収入が減収す
る中で、より効果的・効率的な更新や維持管理が求められている。

　特に、水道施設には欠かせない取水や送水ポンプ等の機械設備については、安全
に稼働させるために定期的な点検やオーバーホール、設備更新を実施しているが、
同一種類の機器であっても、用途や設置場所等の稼働環境によって劣化状況は異な
るため、最適な時宜を捉えたメンテナンスの実施が難しく、課題となっていた。

取組概要

　上記の課題を解決するため、IoT（センサ技術等）を活用した機械設備の故障検
知、劣化状況等の監視を行うことで、より効果的・効率的なメンテナンスが可能と
なるよう、施設の長寿命化や管理コストの削減につながる仕組みを構築し、アセッ
トマネジメントの推進を図ることとした。

【実験概要】
　令和２年度の実証実験では、本市の主要な取水場や送水ポンプ場で稼働している
ポンプにIoTセンサを設置し、新システムの課題や効果等を抽出した。実証にあたっ
ては、民間事業者の先進的なアイデアやAI･IoT等の革新的技術を活用して社会課題
の解決等を促進することを目的に、市が設置したワンストップ窓口「mirai@」のス
キームを活用し、本市がこれまでに蓄積した技術や経験と、民間の先進的・革新的
技術を掛け合わせることで、より精度が高く効果的な維持管理が可能となるよう、
民間事業者と連携しながら進めた。
　令和３年度については、前年度の実証実験で得られたデータや知見を局内ワーキ
ンググループで分析し、費用対効果の検証や実装に向けた準備等を行った。

【成果概要】
　本市がこれまでに蓄積した運転管理や各種設備の維持管理分野における調査・分
析等の知見と、民間事業者のIoTセンサ技術を掛け合わせることで、高機能かつ汎用
性の高い新システムを開発・実装することができ、これまで以上に効果的・効率的
なメンテナンスで、ポンプ設備等の更なる長寿命化や、コスト削減に寄与すること
が可能となった。
 今後も刻々と変化していく水道事業を取り巻く環境の変化に柔軟に対応し、安全で
良質な水道水を安定的に供給するため、引き続きICT技術を積極的に活用し、基盤強
化に向けた取組みを進めていく。
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令和４年度 水道イノベーション賞応募事例⑰

PRポイント

［新規性・革新性］
　厚生労働省のＩｏＴ活用推進モデル事業に採択された（令和４年４月１日）。
　従来の維持管理手法は、職員の感覚で異常を確認するものであったため、更新の
タイミングは各々の機器の状況を踏まえたものではなく、一定の期間が経過すれば
一律でオーバーホールや更新を実施していたが、ＩｏＴセンサによる遠隔自動監視
が可能となったことで、人の感覚に頼らざるを得なかった振動や異音の判別を数値
化することが可能となり、より効果的な修繕や更新が可能となった。

［課題解決力・実現難易度（波及効果性（内部））］
　昨今の新型コロナウイルス感染症の影響により、引き続き、厳しい経営状況が続
くと見込まれる中、今後も重要な水道施設であるポンプ設備を「時間計画保全」か
ら「状態監視保全」に移行させることで、維持管理業務の更なる効率化を図り、安
定経営に資することが可能となった。

［展開性・汎用性（波及効果性（外部））］
　取付を行ったＩｏＴセンサは小型で狭小な場所にも設置でき、取得したデータは
インターネットを介して適宜確認することが可能である。
　ＩｏＴセンサはマグネットで容易に着脱でき、様々なポンプ等の回転機械に設置
することが可能であるため、大規模なシステム開発やカスタマイズを行う必要がな
く、比較的安価に導入することが可能である。

取組による効果

○実証実験の成果
（１）故障検知の有効性
　センサにより振動値を自動取得するとともに、得られたデータをトレンドグラフ
にし、振動傾向の「見える化」を行った。
　従来、点検員の感覚(聴覚や触診)により異常の有無を確認していた振動を数値化
することで、定量的に異常を検知でき、また、トレンドグラフによる長期的な振動
傾向の把握が可能となり、時宜を捉え
たメンテナンスが可能となった。
（２）劣化状況分析の有効性
　ポンプ等回転機器の異常の原因分析
に用いられる手法に、振動の周波数解
析がある。
　実証実験では、振動の大きさだけで
なく周波数解析データも同時に取得し
異常の原因分析を行った。
　センサにより取得した周波数解析デ
ータを照査したところ、軸の回転振動
やベアリングに起因する振動を把握することができ、ポンプの異常原因の分析に有
効なデータであることが確認できた。
○業務の効率化
【これまで】
　本市では現在、浄水場や取水場等に設置したポンプ設備については、維持管理を
担当する浄水場職員が定期的に設備の巡回点検を実施しているが、現場までの移動
時間や点検前後の準備・片付け等に多くの時間を要している。
【今後】
　ＩoＴセンサと無線通信により、遠隔で自動監視することが可能となった。
　また、外観調査や触診では感知できない微小な振動傾向を把握し、故障の早期発
見が可能となるとともに、どうしても点検頻度が少なくなる無人施設のポンプ設備
についても、重要施設と同等の保守管理体制にて実施することが可能となった。
　さらに、従来、経過年数に応じて定期的に実施していた修理と更新を、劣化状態
に応じて詳細な実施時期を検討することが可能となることで、「時間計画保全」か
ら「状態監視保全」へ移行でき、維持管理計画のさらなる最適化を図ることが可能
となった。

【参考：令和４年度以降の見通し】
　令和４年度は、これまでの実証実験等で得た知見を踏まえ、実装に移行する。
　本市で最も古い高宮浄水場に設置された送水ポンプは、設置から既に30年以上が
経過しており、従来の「時間計画保全」で維持管理を行う場合は更新（概算費用：
約１億円）が必要となるが、浄水場再編事業にあわせ、令和12年度まで延命化させ
る必要がある。
　そこで、本システムを実装し、時宜を捉えた効果的なメンテナンスを行う「状態
監視保全」に移行することで、浄水場再編事業完了まで既存のポンプ設備を延命化
し、ライフサイクルコストの削減を図る。
　また、令和５年度以降も他施設へ実装し、更なる維持管理の効率化を図る。
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日本水道新聞記事（2020年８月24日）
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水道産業新聞記事（2020年８月27日）
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